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要 約   

ジャスモン酸誘導体（植物ホルモン）の植物成長調整剤であるプロヒドロジャスモ  

ン（CASNo．158474－72－7）について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を  

実施した。   

評価に供した試験成績は、動物代謝（ラット）、植物代謝（ぶどう、水稲及びみか  

ん）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性（ラット及びマウス）、  

亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、亜急性神経毒性（ラット）、慢性毒性（イヌ）、  

慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖（ラット）、  

発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性試験等である。   

試験結果から、プロヒドロジャスモン投与による影響は主に肝臓、腎臓、体重変化  

及び摂餌量に対して認められた。神経毒性、発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認め  

られなかった。   

各試験で得られた無毒性量の最小値は、ラットを用いた2年間慢性毒性／発がん性  

併合試験の】＿4．4mg／kg体重／日であったので、これを根拠として、安全係数100で除  

した0．14mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  
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Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

植物成長調整剤  

2．有効成分の一般名  

和名：プロヒドロジャスモン  

英名：PrOhydrojasmon（ISO名）  

3．化学名   

IU？AC  

和名：プロピル（1風S2兄9－（3・オキソー2－ペンチルシクロペンチル）アセテート  

（プロピル（1兄S2魂イ3・オキソー2ペンチルシクロペンチノりアセテートを  

10±2％含む）  

英名：PrOPyl（1風S2E針（3・0Ⅹ0－2・pentylcyclopentyl）acetate  

（containinglOj＝2％propyl（1RS：2朗－（3－0Ⅹ0・2－Pentylcyclopentyl）  

acetate）   

CAS（No．158474－72－7）  

和名：シクロペンチル酢酸3－オキソー2・ペンチルプロピルエステル  

英名：CyClopentaneaceticacid，3・0Ⅹ0・2－Pentyl－，PrOPylester   

4．分子式  

C15H2603  

5．分子量  

254．36  

（1月2用体  （15；2J勇体   

．、小、＼ノ～／  

． ・ ・・ゥ／COO ／へ＼ノ′   

（15；2月体   

とこ／ニ：  
（1月2ぷ卜体  

／／＼ヽ、／  



7．開発の経緯   

植物ホルモンであるジャスモン酸（2－〈（1E2舟3－0Ⅹ0－2－［（B－Pent－2－enyl］cyclo  

pentyl）acetate）は、1962年にジャスモン酸メチルエステルとしてジャスミン花より   

単離された。ジャスモン酸を母核とする誘導体プロヒドロジャスモンは、1993年に   

日本ゼオン株式会社により開発され、2003年4月に初めて我が国で登録された。プ   

ロヒドロジャスモンは隣り合う2個の不斉炭素があり、1昂2月体と15；25′体は側鎖   

がトランス体の対草体に、1月25′体と15；2ノ～体は側鎖がシス体の対草体となってい   

る。トランス体が比較的多く、シス体は10±2％である1。   

今回、明治製菓株式会社より農薬取締法に基づく適用拡大申請（みかん）がなされ   

ている。  

1以下の試験では対草体は分離していない。また、特に断りがない場合は、プロヒドロジャスモンは上記異性体   

の混合物を指す。  
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

各種運命試験（Ⅱ．1～4）は、プロヒドロジャスモンのシクロペンチル環の1及  

び5位の炭素を14Cで標識したもの（14C－プロヒドロジャスモン）を用いて実施さ  

れた。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合はプロヒドロジャスモンに  

換算した。代謝物／分解物／原体混在物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示さ   

れている。  

1．動物体内運命試験  

（1）血中濃度推移  

Fischerラット（一群雌雄各3匹）に14Cプロヒドロジャスモンを20mg／kg   

体重（以下、［1・］において「低用量」という。）または2，000mg／kg体重（以下、   

［1・］において「高用量」という。）で単回強制経口投与し、血中濃度推移につい   

て検討された。  

全血中放射能濃度推移は表1に示されている。（参照2）  

表1全血中放射能濃度推移  

投与量（mg／kg体重）   20  2，000   

性別   雄   雌   雄   雌   

Tmax（時間）   0．5   0．5   8   8   

Cmax（膵／mL）   9．62   9．67   294   525   

′ Tl／2（時間）   2．0   2．4   7．5   12．7   

（2）排泄  

Fischerラット（一群雌雄各3匹）に14C・プロヒドロジャスモンを低用量また   

は高用量で単回強制経口投与し、排泄試験が実施された。  

投与後24及び72時間の尿及び糞中排泄率は表2に示されている。  

低用量群では投与後24時間、高用量群では投与後72時間に、総投与放射能   

（mR）の90％以上が尿及び糞中に排泄され、主要排泄経路は尿中であった。尿   

中排泄率の値から、吸収率は低用量群で86％以上、高用量群で79％以上と推定   

された。（参照2）  

表2 投与後24及び72時間の尿及び糞中排泄率（％TAR）  
投与量   20mg／kg体重  2，000mg／kg体重   

性別   雄  雌  雄  雌   

試料   尿   糞   尿   糞   尿   糞   尿   糞   

投与後24時間  83．5   7，1  84，2  6．2  42．5  4．10  43．5  6．01   

投与後72時間  85．7  8．5  87．9  7．1  77．4  12．8  88．7  12．5  



（3）胆汁中排泄  

Fischerラット（一群雄各3匹）に14C－プロヒドロジャスモンを低用量または   

高用量で単回強制経口投与し、総胆管から経時的に胆汁を採取して月旦汁中排i世試   

験が実施された。  

投与後48時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表3に示されている。  

低用量群で30．4％TAR、高用量群で8．7％TARが投与後48時間の胆汁中に排   

泄され、腸肝循環が示唆された。（参照2）  

表3 投与後48時間の胆汁、尿及び糞中排5世率（％TAR）  

性別   雄   

投与量   20mg／kg体重  2，000mg／kg体重   
胆汁   30．4   8．7   

尿☆   54．8   65．3   

糞   2．4   2．1   

★：ケージ洗浄液を含む。  

（4）体内分布  

Fischerラット（一群雌雄各9匹）に14C－プロヒドロジャスモンを低用量また   

は高用量で単回強制経口投与し、体内分布試験が実施された。なお、投与96時   

間後の試料については、排泄試験［1．（2）］のラット（雌雄各3匹）が用いられた。  

主要組織の残留放射能濃度は表4に示されている。  

主要組織の放射能濃度は、投与量及び性別にかかわらず、Tmax時に最も高かっ   

た。血衆より高い分布がみられたのは、低用量群では、胃、腎臓及び肝臓、高用   

量群では、胃、小腸、大腸及び肝臓であった。各組織とも消失は速やかであり、   

投与96時間後の組織内濃度は、高用量群で褐色及び白色脂肪にそれぞれ20ドg／g、   

骨に7トLg／g分布したことを除き、いずれの組織でも不検出であった。（参照2）  

表4 主要組織の残留放射能濃度（トLg座）  

投与量  
性別   Tmax付近☆   

（mg／kg体重）  
投与96時間後   

20   
雄  胃（120）、腎臓（68．3）、肝臓（23．7）、血 渠（20．0）  すべて不検出  
雌  胃（132）、腎臓（54．8）、肝臓（25．1）、血 渠（20．3）  すべて不検出   

2，000   
雄  胃（5，310）、小腸（1，720）、大腸（550）、 血祭（540）  白色脂肪（20）、その他不検出  

胃（2，530）、小腸（720）、大腸（620）、肝  褐色脂肪（20）、白色脂肪（20）、骨（7）、  

雌        臓（490）、血奨（480）   その他不検出   

☆：低用量群は投与0．5時間後、高用量群は投与8時間後。  
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（5）代謝物同定・定量  

排泄試験［1．（2）］で得られた投与後48時間の尿及び糞、胆汁中排泄試験  

［1．（3）］で得られた投与後48時間の胆汁及び糞を用いた代謝物同定・定量試験が   

実施された。  

尿、糞及び胆汁における代謝物は表5に示されている。  

主要代謝物は、尿及び糞中ではM4及びM5、胆汁中ではM2であった。  

プロヒドロジャスモンのラットにおける主要代謝経路は、プロピルエステルの   

加水分解によるM2の生成と、それに続く酸化及び抱合体生成であると考えられ   

た。（参照3）  

表5 尿、糞及び胆汁における代謝物（％TAR）  

投与量  
性別  試料  プロヒドロジャスモン   

（mg／kg体重）  
代謝物   

M5（35．7）、M4（31．9）、M2（3．4）、M3（2．1）、  

尿  未同定1（1．2）、M6（1，1）、末同定2（0．4）、  

雄  
その他☆（0．8）  

糞  
M4（2．8）、M5（1．8）、M2（0．4）、M6（0，4）、  

未同定（0．3）、末同定（0．1）、その他☆（1．7）  
20  

M4（40．0）、M5（22．0）、M2（3．7）、M7（2．4）、  

尿  M6（1．9）、未同定1（1．4）、末同定2（1．1）、  

雌  
M3（0．5）、その他★（3．7）  

糞  
M5（2．3）、M4（2．0）、M2（0．4）、M6（0．3）、  

未同定2（0，2）、未同定1（0．1）、その他☆（1．1）   

尿  
M5（51．4）、M4（8．9）、M2（3．7）∴M3（3．4）、  

M6（0．9）、未同定1（0．9）、その他★（2．4）  
雄  

糞   0．4   
M4（2．8）、M5（2．4）、M2（1．3）、M6（0．7）、  

未同定2（0．3）、未同定1（0．2）、その他☆（0．9）  

2，000  M5（46．7）、M4（8．3）、M2（7．2）、未同定  

尿  2（5．4）、M3（4．8）、M6（3．0）、末同定1（1．3）、  

雌  
その他☆（2．6）  

糞   0．5   
M2（2．4）、M6（1．3）、M4（1．1）、M5（1．0）、  

未同定2（0．2）、末同定1（0．1）、その他☆（3．3）   

20   雄  胆汁  
未同定2（6．7）、M2（5．5）、M7（4．1）、  

M6（1．1）、M5（0．2）、その他★☆（2．9）   

雄  胆汁  
M2（2．0）、未同定2（1．5）、M7（0．9）、  

2，000  
M6（0．4）、M5（0．1）、その他☆丈（1．6）   

ー：不検出   

☆：0．1～1％TARの範囲内の代謝物（18種類）の合計。  

☆☆：0．1～1％TARの範囲内の代謝物（7種類）の合計。  
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2．植物体内運命試験  

（1）ぶどう  

ポット栽培のぶどう（品種：巨峰）に、14C・プロヒドロジャスモンを200gai／ha   

の施用量で散布処理し、処理直後ならびに処理7、14及び28日後に収穫した果   

実、葉及び茎を試料とした植物体内運命試験が実施された。  

ぶどう全体及び各部位における放射能分布は表6に示されている。  

ぶどう全体における放射能総量に経時的な変化はみられないものの、ぶどう体  

内では、茎葉から果実へ移行する傾向があった。  

表6 ぶどう全体及び各部位における放射能分布  

採取時期  処理直後  処理7日後  処理14日後  処理28日後   

ぶどう全体（％mR）  24．5   

各部位に   
菓   66．6   57．3   47．8   54．3   

おける分布   茎   19．8   12．7   11．1   10．8   
（％TRR）  

処理28 日後の菓には、ぶどう全体の総残留放射能（TRR）の54．3％（5．51  

mg／kg）が分布した。親化合物は2．3％TRR（0．23mg／kg）であり、主要代謝物  

として、MlOが4．5％TRR（0．45mg／kg）、Mllが10．3％TRR（1．02mg／kg）認  

められたが、その他の代謝物はすべて3．7％TRR（0．37mg／kg）以下であった。  

茎には10．8％TRR（0．88mg／kg）が分布し、親化合物が5．4％TRR（0．40mg／kg）  

認められたが、代謝物はすべて0．8％TRR（0．06mg／kg）以下であった。果実に  

は34．9％TRR（0．31mg／kg）が分布し、主要代謝物としてM12が7．0％TRR（0．07  

mg／kg）認められたが、親化合物及びその他の代謝物はすべて3．3％TRR（0．03  

mg／kg）以下であった。   

プロヒドロジャスモンは比較的容易に吸収、代謝され、ぶどうにおける主要代  

謝経路は、ペンチル基の水酸化（Mllの生成）及びシクロペンタノン部分の水酸  

化に続く刀－プロピルエステル部分の加水分解（M12の生成）、その後のグルコー  

ス抱合やマロン酸抱合（M13の生成）であると考えられた。（参照4）  

（2）水稲  

水稲（品種：アキニシキ）に14C－プロヒドロジャスモン及び非標識プロヒドロ   

ジャスモンを処理し、植物体内運命試験が実施された。  

試験設計概要は表7に示されている。  
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表7 植物体内運命試験（水稲）における試験設計概要  

試験区分   A   B   C   D   E   

プロヒドロ  標識及び  

ジャスモン   
標識   標識  

非標識   
標識   標識   

投与方法  水耕液に添加   菓に塗布   水耕液に添加   24時間浸潰  湛水面処理   

移植後14日の  移植後14日目の水稲  移植後14日の   
供試植物  

水稲の根部   幼苗の第3本葉   水稲の根部   
種子   出穂期  

投与量   
1，000   

葉脈に直角に中央部に   0．01トtg／mL   

（mgaぴha）  1cmの幅で塗布  
10，000  

（0．56ng／種子一粒）   
2，000  

試料採取時期  

（処理後）   
1、3、7日   2時間、3、7日   7日   118日   82日   

14Cプロヒドロジャスモンは、水稲幼苗の根及び葉から速やかに吸収された。  

A区では、処理3日後に最大値を示し、葉、茎及び根にそれぞれ11．4、19．7及  

び16．4％TAR移行した。B区では、処置2時間後から速やかに吸収され、基部  

方向へ移行した。処理3及び7日後には、新しく展開した第4葉への移行がみら  

れたが、第1及び2本葉への移行はみられなかった。D区では、処理118日後の  

葉に0．26トg／kg移行したが、玄米、もみ殻、茎及び根では定量限界未満であった。  

E区では、24．3％TARが水稲体内に吸収され、玄米、もみ殻、菓、茎及び根にお  

ける放射能濃度はそれぞれ1．1、1．2、2．0、1．7及び5．1ドg／kgであった。   

E区における代謝物分析の結果、主要代謝物はM8（4，－OH又は5，－OH）であ  

った。親化合物は検出されなかった。また、C区では、M9が47．7％TRR認めら  

れた。M9は単一の高極性アグリコンのグルコース抱合体であったが、その構造  

については直接同定には至らなかった。（参照5、40）  

（3）みかん  

みかん（品種：温州みかん）に14Cプロヒドロジャスモンを128gainlaの施   

用量で葉面散布処理（処理後1週間雨よけ対策を実施）し、処理30及び90日後   

に収穫した果実（果肉及び果皮）及び葉を試料とした植物体内運命試験が実施さ   

れた。  

処理30及び90日後の各試料における残留放射能分布は表8に示されている。  

果実の総残留放射能濃度は0．032～0．049mg／kgと低く、果実への浸透速度は   

遅いか、あるいはほとんどみられないと考えられた。果肉及び果皮の抽出残漆に   

は、それぞれ1．1～4．2及び1．8～3．2％TRR認められた。葉部の総残留放射能濃   

度は0．187～0．496mg／kgであり、抽出残漆には6．8～15．4％TRR認められた。  
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表8 処理30及び90日後の残留放射能分布  

試料  処理30日後  処理90日後  

mg／kg   ％TRR  mg／kg   ％TRR   

果肉  0．021   43．2   0．015   46．9   

表面洗浄液  果皮  

洗浄後果皮  0．028   56．8   0．017   53．1   

（果実全体）  0．049   100   0．032   100   

9．4   0．006   3．2  菓部  表面洗浄液  0．047  
洗浄後葉部  0．450   90．6   0．181   96．8   

（菓部全体）  0．496   100   0．187   100   

一：定量限界未満   

処理30及び90日後のいずれにおいても、果実抽出液から親化合物は検出され  

ず、主要代謝物はM13及びM21であった。果実中でM13は38．1～50．9％TRR  

（0・012～0・025mg／kg）、M21は17・5～18．7％TRR（0．006～0．009mg／kg）認め  

られた。その他、微量な成分が数種類認められたが、いずれも5．5％TRR以下で  

あった。葉部の表面洗浄液にのみ、親化合物が0．3～1．0％TRR（0．001～0．005  

mg／kg）認められた。果実と同様、菓部抽出液の主要代謝物はM13及びM21で  

あり、それぞれ3．5～5．6％TRR（0．011～0．017mg／kg）及び9．3～14．4％TRR（0．027  

～0，046mg／kg）であった。その他、微量な成分が多数認められたが、いずれも  

8．3％TRR以下であった。   

果実及び葉部中に親化合物が検出されなかったことから、みかんにおいてプロ  

ヒドロジャスモンは急速に代謝され、かつ多種類の代謝物が生成されると考えら  

れた。主要代謝経路は、プロピルエステルの加水分解及びペンチル側鎖の2カ所  

での水酸化、及びその後の脱水によりヒドロキシペンテニル側鎖を生成する経路  

と考えられた。（参照48）  

3．土壌中運命試験  

（1）好気的土壌中運命試験  

埴壌土（茨城）及び砂質埴壌土（大阪）に、14C一プロヒドロジャスモンを0．2   

mg／kgの用量で添加後、好気的条件下では30日間、滅菌条件‾Fでは31日間、   

30℃の暗所でインキエペー卜する好気的土壌運命試験が行われた。  

試験終了までに嫡集されたCO2の発生量は、好気的条件下で71．6～76．1％TAR、   

滅菌条件下で0，1％TARであった。  

好気的畑地条件下では、処理直後には親化合物が0．186～0．187mg／kg検出さ   

れたが、処理30日後には0．001～0．003mg瓜gに減少した。主要分解物はM2   

であり、処理0．25日後に最大値の9．3～11．9％mRを示した後、処理1日後には   

0．4～1．2％TARにまで減少し、その後消失した。処理30 日後には、16．5～   

19・2％mRが非抽出画分に存在し、親化合物が0．001～0．003mg／kg検出された  
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以外、分解物は検出されなかった。好気的条件下におけるプロヒドロジャスモン  

の推定半減期は、1．6～2．3時間であると考えられた。   

滅菌条件下では、処理直後に親化合物が0．189～0．196mg／kg検出され、処理  

30日後でも0．153～0．183mg此g認められた。主要分解物はM2であり、徐々に  

増加して処理31日後には0．007～0．009mg／kg検出された。処理31日後には、  

大部分（80．9～93．8％TAR）がヘキサン及び酢酸エチル可溶性画分に存在し、2．7  

～13．8％mが非抽出画分に存在した。滅菌条件下におけるプロヒドロジャスモ  

ンの推定半減期は、102～308時間であると考えられた。両条件下ともに、得ら  

れた非抽出画分の大部分（70．6～86．5％）がフミン画分に分布していたことから、  

土壌成分に強く結合していると考えられた。   

プロヒドロジャスモンは好気的土壌において、加水分解による脱プロビル化を  

経て、最終的にCO2まで分解されると考えられた。（参照6）  

（2）土壌吸着試験  

4種類の国内土壌［軽埴土（石川、高知及び青森）、埴壌土（北海道）］を用い   

た土壌吸着試験が実施された。  

プロヒドロジャスモンは土壌中での分解が早く、平衡化時の物質収支が13．7   

～71．1％と低かったことから、土壌吸着係数は求められなかった。（参照7）  

4．水中運命試験  

（1）加水分解試験  

p甲9のホウ酸緩衝液に、14Cプロヒドロジャスモンを2．Omg／Lになるように   

加えた後、20または40℃で24日間インキュべ－ションする加水分解試験が実   
施された。なお、予備試験において、pH4及び7では5日後の分解率が10％未   

満であったため、本試験は実施されなかった。  

主要分解物は、加水分解反応により生成したM2であった。プロヒドロジャス   

モンの推定半減期は20℃で17．7日、40℃で2．0～2．1日であった。（参照8）  

（2）水中光分解試験  

精製水（ろ過滅菌）または河川水（採取地：利根川、浮遊物をろ過）に、14C一   

プロヒドロジャスモンを2．O mgノLになるように加えた後、25±1℃で96時間、   

キセノン光を照射（光強度：765W／m2±10％、波長：300～800nm）する水中   

光分解試験が実施された。   

照射によ 

河川水でそれぞれ54．0及び57．8時間（東京の太陽光換算ではそれぞれ17．4及   

び18．6日）であった。暗所対照区の推定半減期は、精製水及び河川水でそれぞ   

れ685及び247時間であった。（参照9）  
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5．土壌残留試験   

洪積性火山灰土・埴壌土（岩手）及び洪積土・埴土（福岡）を用いて、プロヒド   

ロジャスモンを分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場）が実施され   

た。   

結果は表9に示されている。（参照10）  

表9 土壌残留試験成績（推定半減期）  

試験   土壌   濃度※   推定半減期   

容器内  50分  

試験   洪積土・埴土  
3mg／kg  

40分   

圃場  洪積性火山灰土・埴壌土   
3，000gai／ha   

約5自  

試験  洪積土・埴土  ＜12時間   

※：容器内試験で純品、圃場試験で5％液剤を使用  

6．作物残留試験  

りんご、ぶどう及びみかんを用いて、プロヒドロジャスモン（シス体とトランス   

体の合量）及びMllを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。   

結果は表10に示されている。プロヒドロジャスモンの最高値は、最終散布13また   

は14日後に収穫したみかん（果皮）の0．008mg／kgであった。Mllは定量限界未満  

（＜0．004mg／kg）であった。（参照11、12）  

表10 作物残留試験成績  

作物名  
試験  使用量  回数  

残留値（mg／kg）  

（分析部位）    圃場数  
（gaiノha）  （回）   

プロヒドロジャスモン  Mll  

実施年  最高値   平均値  最高値  平均値   
りんご   14  ＜0．001   ＜0．001  ＜0．001  ＜0．001   
（果実）  2   600   21  ＜0．001   ＜0．001  ＜0．001  ＜0．001   

2000年  30  ＜0．001   く0．001  ＜0．001  く0．001   

ぶどう   25mg／L水溶液に  30  ＜0．001   ＜0．001  ＜0．001  ＜0．001   
（果実）  2  

花果房浸演＋225   
3a                 45  ＜0．001   ＜0．001  ＜0．001  ＜0．001   

2000年  60  ＜0．001   ＜0．001  ＜0．001  ＜0．001   

ぶどう   25mg／L水溶液に  30  ＜0．002   く0．002  ＜0．002  ＜0．002   

（果実）  2  
花果房浸漬＋225   

3a                 45  ＜0．002   ＜0．002  ＜0．002  ＜0．002   

2003年  60  ＜0．002   ＜0．002  ＜0．002  ＜0．002   

5％液剤の  

1  

14b  0，008   
1，000倍希釈液を   3a  

0．006   く0．004  ＜0．004  

みかん  
立木全面散布  

0．007   0．005   ＜0．004  ＜0．004  

（果皮）  

2006年  
5％液剤の  

1  

13b  0．008   
1，000倍希釈液を   3a  

0．006   ＜0．004  ＜0．004  

樹冠散布  
＜0．004  ＜0．004  ＜0．004   

5％液剤の  
14b  ＜0．002   

1，000倍希釈液を   3a  
く0．002  ＜0．002  ＜0．002  

みかん  
立木全面散布  

＜0．002  ＜0．002  ＜0．002  

（果肉）  

2006年   
5％液剤の  

13b  ＜0．002   
1，000倍希釈液を   3a  

＜0．002  ＜0．002  ＜0．002  

樹冠散布  
＜0．002  ＜0．002  ＜0．002   
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注）ai：有効成分量、PHI：最終使用から収穫までの日数。   

・剤型はすべて液剤。   

・農薬の使用回数が申請された使用方法よりも多い場合、回数にaを付した。   

・PHIが申請された使用方法よりも短い場合、日数にbを付した。   

・すべてのデータが定量限界未満の場合は′、定量限界値の平均に＜を付して記載した。  

上記の作物残留試験成績に基づき、プロヒドロジャスモン（親化合物のみ）を暴   

露評価対象物質とした際に食品中より摂取される推定摂取量が表11に示されてい   

る。なお、本推定摂取量の算定は、申請された使用方法からプロヒドロジャスモン   

が最大の残留を示す使用条件で使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全く   

ないとの仮定の下に行った。  

表11食品中より摂取されるプロヒドロジャスモンの推定摂取量  

国民平均  小児（ト6歳）  妊婦  高齢者（65歳以上）  

作物名   残留値                （体重：53．3kg）   （体重：15．8kg）   （体重：55．6kg）   （体重：54．2kg）  
毎噛  

ぽ  摂取量  董f  摂取量  仔  摂取量  ぽ   摂取量   

みかん（果皮）  0．005  0．1  0．0005  0．1  0．0005  0．1  0．0005  0．1  0．0005   

合計  ＼  0．0005   ＼  0．0005   ＼  0．0005   ＼  0．0005   
・みかんについて申請されている使用時期は収穫45日前までだが、当該時期のデータがないため、み   

かん（果皮）の残留値は収穫28目前施用の平均残留値を用いた。  

・みかん（果肉）、りんご及びぶどうのデータはすべて定量限界未満であったため、摂取量の計算に含   

めていない。  

・「吼：平成10年～12年の国民栄養調査（参照46～48）の結果に基づく摂取量（g／人／日）  

・「摂取量」＝残留値から求めたプロヒドロジャスモンの推定摂取量（膵／人／日）   

7．一般薬理試験   

マウス及びラシトを用いた一般薬理試験が実施された。結果は表12に示されて   

いる。（参照13）  

表12 一般薬理試験  

動物数  

試験め種類   動物種   匹／群  投与量 
結果の概要   

1，500mg／kg体重以上で反  

応性低下、自発運動低下、  

一般状態  
腹這い及び眼瞼裂狭小、  

（Irwin法）   雄3匹  0、500、 1，500、5，000   500   1，500     5，000mg／kg体重で受動性  

中  増大、宙返り反射低下、四  
枢  
神  

肢緊張低下、握力低下、立  

経  
毛及び体温低下  

系  ICR  
睡眠時間   マウス   雄8匹  0、500、 1，500、5，000   1，500   5，000  延長  

痙攣誘発  
5，000  

作用   マウス   雄ノ10匹  0、500、 1，500、5，000  影響なし   
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正常体温   

循  
環  血圧・   
器   心拍数   
系  

消  

化 器  

系   

自  
律  
神  
経  
系   

格  
筋   

血液凝固  

T 

手夜  

溶血   

Wistar  

ラット   雄6匹  0、500、 1，500、5，000   1，500   5，000  低下   

Wistar  
5，000  

マウス   雑6匹  0、500、 1，500、5，000  影響なし   

ICR マス  雄8匹  
ウ  

1，500   5，000  昂進   

Wistar  
5，000  

ラット   雄6匹  0、500、 1，500、5，000  影響なし   

ICR  

マウス   雄8匹  0、500、 1，500、5，000   1，500   5，000  数例に筋弛緩  

Wistar  
5，000  雄6匹  0、500、 1，500、5，000  ラット  

影響なし   

Wistar  
5，000  

ラット   雄6匹  0、500、 1，500、5，000  影響なし  

★すべて強制経口投与。  

8．急性毒性試験   

プロヒドロジャスモン（原体）を用いた急性毒性試験が実施された。結果は表  

13に示されている。（参照14～17）  

表13 急性毒性試験結果概要（原体）  

投与  
動物種   

LD50（mg／kg体重）  

経路  雄   雌   
観察された症状  

SDラット  
＞5，000   

雌雄各5匹  
＞5，000  症状及び死亡例なし  

経口  
ICRマウス  

自発運動低下、体温低下、腹臥位、横  

雌雄各5匹   
＞5，000   5，000   たわり姿勢、間代性痙攣及び不整呼吸  

雄は死亡例なし   

・経皮  SDラット 虎雄雄各5匹   

＞2，000   ＞2，000  症状及び死亡例なし   

吸入   
SDラット   LC50（mg／L）  流竜延及び鼻汁  

雌雄各5匹   ＞2．8   ＞2．8  死亡例なし  

原体混在物PCH及び代謝物M2を用いた急性毒性試験が実施された。結果は表  

14に示されている。（参照18、19）  
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表14 急性毒性試験結果概要（原体混在物及び代謝物）  

被験物質  投与 経路  動物種 
LD50（mg／kg体重）  

雄   雌   
観察された症状  

原体混在物 PCH  経口   
SDラット 雌雄各5匹  ＞5，000   ＞5，000  症状及び死亡例なし   

自発運動低下、異常歩行、不整  

呼吸、呼吸緩徐、呼吸困難（開  

SDラット  ＞5，000   
＞5，000  

口呼吸）、ラッセル音、横臥及び   
代謝物  経口            M2  雌雄各5匹  腹部膨満  

雌雄とも5，000mg／kg体重以上  

で死亡例あり   

9．眼■皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験   

日本白色種ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。眼に   

対し軽度な刺激性が認められたが、皮膚に対する刺激性は認められなかった。（参   

照20、21）   

Hartleyモルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization法）が実施された。   

皮膚感作性は認められなかった。（参照22）  

10．亜急性毒性試験  

（1）90日間亜急性毒性試験（ラット）  

Fischerラット（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、1，000、3，000及   

び10，000ppm：平均検体摂取量は表15参照）投与による90日間亜急性毒性試   

験が実施された。  

表15 90日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  1，000ppm  3，000ppm  10，000ppm   

平均検体摂取量  56．9   168   566  

（mg／kg体重／日）   58．5   176   587  

各投与群で認められた毒性所見は表16に示されている。   

本試験において、3，000ppm以上投与群の雄で摂餌量減少等、雌でBUN増加  

等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも1，000ppm（雄：56．9mg／kg体  

重／日、雌：58．5mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照23、39）  
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表16 90日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

10，000ppm  ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・Hb及びMCHC減少  ・副腎比重量増加   

・TP減少  

・A／G比増加  

・肝絶対及び比主巨量2増加  

・腎及び副腎比重量増加  

3，000ppm  ・摂餌量減少   ・PLT減少   

以上   ・T．Chol増加  ・BUN増加   

・血清中クロール減少  

1，000ppm  毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）90日間亜急性毒性試験（マウス）   

ICRr7クス（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、1，000、2，000及び   

5，000ppm：平均検体摂取量は表17参照）投与による90日間亜急性毒性試験が   

実施された。  

表17 90日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量  

投与群  1，000ppm  2，000ppm  5，000ppm   

平均検体摂取量  107   219   553  
（mg／kg体重／日）   129   273   669  

5，000ppm投与群の雌雄で肝比重量増加、雌で体重増加抑制、Ht減少ならび  

に卵巣絶対及び比重量減少が認められた。また、この試験では、血液生化学検査  

は実施されなかった。   

本試験において、5，000ppm投与群の雌雄で肝比重量増加等が認められたこと  

から、無毒性量は雌雄とも2，000ppm（雄：219mg／kg体重／日、雌：273mg／kg  

体重／日）であると考えられた。（参照24）  

（3）90日間亜急性毒性言式験（イヌ）  

ビーグル犬（一群此任雄各4匹）を用いたカプセル経口（原体：0、100、300   

及び1，000mg／kg体重／目）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表18に示されている。  

本試験において、1，000mg／kg体重／日投与群の雄で体重増加抑制等、300mg／kg   

体重／日以上投与群の雌でGlu減少が認められたことから、無毒性量は雄で300   

mg／kg体重／日、雌で100mg／kg体重／日であると考えられた。（参照25）  

2体重比重量を比重量という（以下同じ）。  
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表18 90日間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

1，000mg／kg体重／日  ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・血清中ナトリウム減少   ・RBC、Hb及びHt減少  

・肝絶対及び比重量増加   ・T．CIlOl及びPL減少  

・小葉中心性肝細胞肥大   ・AST増加  

■肝絶対及び比重量増加  

・小葉中心性肝細胞肥大   

300mg／kg体重／目  300mg／kg体重／日以下   ・Glu減少   

以上   毒性所見なし   

100mg／kg体重／日  毒性所見なし   

く4）90日間亜急性神経毒性試験（ラット）  

Fischerラット（一群雌雄各10匹）そ用いた混餌（原体：0、1，000、3，000及   

び10，000ppm：平均検体摂取量は表19参照）投与による90日間亜急性神経毒   

性試験が実施された。  

表19 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  1，000ppm  3，000ppm  10，000ppm   

平均検体摂取量  55．3   164   544  

（mg／kg体重／日）   61．4   179   588   

10，000ppm投与群の雌で体重増加抑制及び摂餌量減少が認められた。いずれ  

の投与群においても、神経毒性を示唆する変化は認められなかった。   

本試験において、雄では毒性所見が認められず、雌では10，000ppm投与群で  

体重増加抑制及び摂餌量減少が認められたことから、無毒性量は雄で10，000  

ppm（544mg／kg体重／日）、雌で3，000ppm（179mg／kg体重／日）であると考え  

られた。神経毒性は認められなかった。（参照26）  

11．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）1年間慢性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各4匹）を用いたカプセル経口（原体：0、40、200及び   

1，000mg／kg体重／日）投与による1年間慢性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表20に示されている。  

200mg／kg体重／日以上投与群の雌で血清中カルシウム減少が認められたが、   

生理的変動の範囲内の変化であると考えられた。1，000mg／kg体重／日投与群の碓   

で尿タンパク及び尿量増加が認められたが、生理的変動の範囲を逸脱しない軽度   

な変動であり、また、病理組織学的検査においても腎臓に異常は認められなかっ   

たことから、検体投与の影響ではないと考えられた。  

本試験において、 200mg／kg体重／日以上投与群の雄で小葉中心性肝細胞肥大、  
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雌で甲状腺絶対及び比重量増加等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも40  

mg／kg体重／日であると考えられた。（参照27、39）。  

表201年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  
芝与群   雄   雌   

．g／kg体重／日   ・PT減少   ・肝及び腎比重量増加  

・肝絶対及び比重量増加  ・小葉中心性肝細胞肥大   

・副腎及び腎比重量増加  

ゾkg体重／目   ・小葉中心性肝細胞肥大   ・甲状腺絶対及び比重量増加   

以上  ・甲状腺大型ろ胞数増加   

／k．g体重／目   毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）  

Fischerラット（一群雌雄各60匹、うち主群：各50匹、中間と殺群：各10   

匹）を用いた混餌（原体：0、400、2，000及び10，000ppm：平均検体摂取量は   

表21参照）投与による2年間慢性毒性／発がん性併合試験が実施された。  

2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量  2
1
「
［
 
 

表
 
 
 

投与群  400ppm  2，000ppm  10，000ppm   

平均検体摂取量  14．4   72．3   376  

（mg／kg体重／日）   17．8   89．0   458  

各投与群で認められた毒性所見は表22に示されている。   

本試験において、2，000ppm以上投与群の雌雄で尿細管上皮リボフスチン沈着  

増加等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも400ppm（雄：14．4mg此g  

体重／日、雌：17．8mg／kg体重／日）であると考えられた。発がん性は認められな  

かった。（参照28）  

表22 2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見  

雄   雌   

Ipm   ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・MCV及びMCH減少   ・MCV及びMCH減少  

・BUN増加、   ・BUN増加  

・TP及び血清中クロール減少   ・TP、TG、T．Cbol及び血清中  

・肝比重量増加   クロール減少  

・腎絶対及び比重量増加   ・肝及び腎比重量増加  

・腎暗褐色化   ・び漫性肝細胞肥大  

・小葉中心性肝細胞肥大   ・好塩基性尿細管増加  

・好塩基性尿細管増加   ・腎孟腔結石増加☆   

pm   ・尿細管上皮リボフスチン沈着増加  ・尿細管上皮リボフスチン沈着  

・PLT減少   増加  

・T．Chol減少   ・尿比重低下及び尿量増加   
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・尿中リン酸アンモニウムマグネシ  

ウム増加  

400ppm   毒性所見なし   毒性所見なし   

☆：病理組織学的検査で認められた微細な結石であった。  

（3）18カ月間発がん性試験（マウス）   

ICRマウス（⊥群雌雄各50匹）を用いた混餌（原体：0、400、2，000及び10，000   

ppm：平均検体摂取量は表23参照）投与による18カ月間発がん性試験が実施さ   

れた。  

表2318カ月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量  

投与群  400ppm  2，000ppm  10，000ppm   

平均検体摂取量  40．8   202   1，040  

（mg／kg体重／日）   38．9   196   1，070  

各投与群で認められた毒性所見は表24に示されている。   

本試験において、 10，000ppm投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたこ  

とから、無毒性量は雌雄とも2，000ppm（雄：202mg／kg体重／日、雌：196mg／kg  

体重／日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照29）  

表2418カ月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

10，000ppm   ・体重増加抑制及び摂餌量  ・体重増加抑制及び摂餌量低下  
低下   ・肝絶対及び比重量増加  

・肝及び腎比重量増加   ・腎比重量増加  

・肝暗褐色化   ・肝暗褐色化  

・小葉中心性肝細胞肥大  ・小薬中心性肝細胞肥大  

・卵巣嚢胞増加  

・腸間膜リンパ節のリンパろ胞軽度過形成   

2，000ppm  毒性所見なし   

以下   
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12．生殖発生毒性試験 ／  

（1）2世代繁殖試験（ラット）  

SDラット（P世代：一群雌雄各30匹、Fl世代：一群雌雄各24匹）を用いた   

混餌（原体：0、400、2，000及び10，000ppm：平均検体摂取量は表25参照）投   

与による2世代繁殖試験が実施された。  
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表25 2世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  400ppm   2，000ppm  10，000ppm   

雄   
P世代  

雌   

18．8   94．4   479  

こ摂取量  21．1   104   515  

本重／日）                       Fl世代   ′雄   24．7   139   714  

雌   27．8   153   766  

各投与群で認められた毒性所見は表26に示されている。   

本試験において、親動物では、10，000ppm投与群の雌雄で体重増加抑制等、  

児動物では、10，000ppm投与群で低体重等が認められたことから、無毒性量は  

親動物及び児動物で2，000ppm（P雄：94．4mg／kg体重／日、P雌：104mg／kg  

体重／日、Fl雄：139mg／kg体重／日、Fl雌：153mg／kg体重／日）であると考え  

られた。（参照30、39）  

表26 2世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群  
親：P、児：Fl  親：Fl、児：F2  

雄   雌   雄   雌   

・体重増加抑制  ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  ・体重増加抑制  

・摂餌量減少   ・摂餌量減少   
親  

・摂餌量減少   ・摂餌量減少  

・発育抑制に伴う子宮  ・発育抑制に伴う子宮  

動  及び膣の萎縮   及び膣の萎縮  

物   
毒性所見なし  毒性所見なし   毒性所見なし  毒性所見なし   

以下  

児  
・低体重  ・低体重  

動 物  10，000ppm      ・出産生存児数減少   2，000ppm 以下  毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）発生毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌24匹）の妊娠6～15日に強制経口（原体：0、30、120及   

び500mg／kg体重／日、0．2％Tween80添加0．2％トラガントゴム水溶㈲こ乳濁）   

投与して、発生毒性試験が実施された。  

母動物では、500mg／kg体重／日投与群で体重及び摂餌量減少、120mg／kg体   

重／日以上投与群で体重増加抑制が認められた。胎児では、500mg／kg体重／日投   

与群で過剰肋骨の発生頻度増加が認められたが、骨格奇形は認められず、さらに   

予備試験における1，000mg／kg体重／日投与群でも奇形の増加は観察されていな   

いことから、過剰肋骨発生頻度の増加はプロヒドロジャスモンの催奇形性を示唆   

する変化ではないと考えられた。  

本試験において、母動物では120mg／kg体重／日以上投与群で体重増加抑制、   

胎児では500mg／kg体重／日投与群で過剰肋骨の発生頻度増加が認められたこと   

から、無毒性量は母動物で30mg／kg体重／日、胎児で120mg／kg体重／日である  
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と考えられた。（参照31、39）  

（3）発生毒性試験（ウサギ）  

NZWウサギ（一群雌15～17匹）の妊娠6～18日に強制経口（原体：0、20、   

80及び300mg／kg体重／日、0．2％Tween80添加0，2％トラガントゴム水溶液に乳   

濁）投与して、発生毒性試験が実施された。  

本試験において、母動物では300mg／kg体重／目投与群で体重増加抑制及び摂餌   

量減少が認められ、胎児では毒性所見は観察されなかったことから、無毒性量は   

母動物で80mg／kg体重／日、胎児で300mg／kg体重／日であると考えられた。催   

奇形性は認められなかった。（参照32）  

13．遺伝毒性試験  

プロヒドロジャスモンの細菌を用いたDNA修復試験及び復帰突然変異試験、   

チャイニーズハムスター肺由来細胞を用いた染色体異常試験、マウスを用いた小   

核試験が実施された。  

結果は表27に示されている通り、すべて陰性であったことから、プロヒドロ   

ジャスモンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照33～36）  

表27 遺伝毒性試験概要（原体）  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

血n●加  DNA  βムd〟ぴββ打方肋  

修復試験  （H17、M45株）   
265～17，000トLg／ディスク（叶S9）   陰性  

励血0月e肋わグム血uガ〃皿  

復帰突然  
（m98、mlOO、  

2．44～156ドg／プレート（－S9）   
陰性  

変異試験  
励deヱ五通j云cc必  

m1535、m1537株）   
9．77～2，500いg／プレート（＋S9）  

（WP2乙Jln4株）  

染色体異常  チャイニーズハムスター  10～80膵／mL（－S9）   

試験   肺由来細胞（CHL／IU）   1，250～5，000膵／mL（＋S9）   
陰性  

ムロlりγひ   SDラット（骨髄細胞）   500、1，000、2，000mg／kg体重   
小核試験  

（一群雄5匹）   （24時間間隔、2回強制経口投与）   
陰性  

注）±S9：代謝活性化系存在下及び非存在下   

プロヒドロジャスモンの原体混在物PCH及び代謝物M2の細菌を用いた復帰  

突然変異試験が実施された。   

結果は表28に示されているとおり、すべて陰性であった。（参照37、38）  
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表28 遺伝毒性試験概要（原体混在物及び代謝物）  

被験物質   試験   対象   処理濃度・投与量   結果   

£如血加汀∫血m   2．44～78．1帽／70レ小（－S9）   

（mlOO、m1535株）   9．77～313膵／プレート（＋S9）  
陰性  

£わp力血uJ血皿  

原体混在物  復帰突然  （m98株）   
9．77～313膵げレ小（＋／－S9）   陰性   

PCH   変異試験  ぶわp血血uカリ皿   2．44～156膵／プレート（－S9）   

（TA1537株）   9．77～313帽／プレート（＋S9）  
陰性  

9．77～625トtg／プレート（－S9）  
且coカー（WP2乙Jm4株）  

39．1～1，250膵／プレート（十S9）   
陰性   

ぷわp血元〟J血皿  

（TAlOO株）   
78．1～5，000トtg／プレート（＋／－S9）   陰性  

代謝物  復帰突然           ぷわp血加u∫血皿   313～5，000膵／プレート（－S9）   

変異試験   
（TA1535株）   78．1～5，000帽／プレート（＋S9）  

陰性   
M2  

注）±S9：代謝活性化系存在下及び非存在下  

26   



Ⅲ．食品健康影響評価   

参照に挙げた資料を用いセ農薬「プロヒドロジャスモン」の食品健康影響評価を   

実施した。  

ラットを用いた動物体内運命試験の結果、経口投与後の全血中濃度は、低用量群   

で投与0．5時間後、高用量群で投与8時間後にCmaxに達し、Tl／2はそれぞれ2．0～   

2．4時間及び7．5～12．7時間であった。低用量群では投与後24時間、高用量群では   

投与後72時間に、90％m以上が尿及び糞中に排泄され、主要排泄経路は尿中で   

あった。投与後48時間の胆汁中排泄は、低用量群で30．4％TAR、高用量群で   

8．7％mRであった。主要組織の放射能濃度はTmax時に最も高く、血祭より高い分   

布がみられたのは、低用量群では胃、腎臓及び肝臓、高用量群では胃、小腸、大腸   

及び肝臓であった。各組織とも消失は速やかであり、投与96時間後には、高用量   

群で褐色脂肪、白色脂肪及び骨に分布したことを除き、いずれの組織でも不検出で   

あった。主要代謝物は、尿及び糞中ではM4及びM5、月旦汁中ではM2であった。   

プロヒドロジャスモンのラットにおける主要代謝経路は、プロピルエステルの加水   

分解によるM2の生成と、それに続く酸化及び抱合体生成であると考えられた。  

ぶどう、水稲及びみかんを用いた植物体内運命試験が実施された。ぶどうにおけ   

る主要代謝物はM12であり、少量の親化合物も認められた。ぶどうにおける主要   

代謝経路は、ペンチル基の水酸化（Mllの生成）及びシクロペンタノン部分の水酸   

化に続く刀・プロピルエステル部分の加水分解（M12の生成）であると考えられた。   

水稲では、主要代謝物はM8であり、親化合物は検出されなかった。みかんでは、   

果実への浸透速度は遅いか、あるいはほとんどみられないと考えられた。果実から   

親化合物は検出されず、主要代謝物はM13及びM21であった。みかんにおける主   

要代謝経路は、プロピルエステルの酸への加水分解及びペンチル側鎖の2カ所での   

水酸化、及びネの後の脱水によりヒドロキシペンテニル側鎖を生成する経路と考え   

られた。  

りんご、ぶどう及びみかんを用いて、プロヒドロジャスモン（シス体とトランス   

体の合量）及びMllを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。プロヒ   

ドロジャスモンの最高値は、最終散布13または14日後に収穫したみかん（果皮）   

の0．008mg此gであった。Mllは定量限界未満（＜0．004mg／kg）であった。   

各種毒性試験結果から、プロヒドロジャスモン投与による影響は主に肝臓、腎臓、   

体重変化及び摂餌量に対して認められた。神経毒性、発がん性、催奇形性及び遺伝   

毒性は認められなかった。  

各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をプロヒドロジャスモン（親化   

合物のみ）と設定した。   

各試験における無毒性量及び最小毒性量は表29に示されている。  
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表29 各試験における無毒性量及び最小毒性量  

動物種   試験   
無毒性量  最小毒性量  

（mg／kg体重／日）   （mg／kg体重／日）   
備考1）   

ラット   90日間  雄：56．9   雄：168   雄：摂餌量減少等  

亜急性  雌：58．5   雌：176   雌：BUN増加等  
毒性試験  

雄：544   雄：－   
90日間   

雄：毒性所見なし  

雌：588   
亜急性神経  

雌：体重増加抑制等及び摂餌量  
減少  

毒性試験  
（神経毒性は認められない）  

2年間  雄：14．4   雄：72．3   雌雄：尿細管上皮リボフスチン  

慢性毒性／  雌：89．0   沈着増加等  

発がん性  （発がん性は認められない）  

併合試験   

親動物及び児動物  親動物及び児動物  親動物  

P雄：94．4   P雄：479   雌雄：体重増加抑制等  
2世代                   P雌：104  P雌：515  児動物：低体重等  

繁殖試験                   Fl雄：139  Fl雄：714  

Fl雌：153  Fl雌：766  

母動物：30   母動物：120   母動物：体重増加抑制  
発生毒性  

試験．  胎児：500   胎児：過剰肋骨の発生頻度増加  

（催奇形性は認められない）   

マウス   90日間  雄：219   雄：553   雌雄：肝比重量増加等  

亜急性  雌：669  

毒性試験   

18カ月間  雄：202   雄：1，040   雌雄：体重増加抑制等  

発がん性  雌：1，070   （発がん性は認められない）   

試験   

ウサギ   母動物：80   母動物：300   母動物：体重増加抑制等  
発生毒性           胎児：300   胎児：－   

試験  
胎児：毒性所見なし  

（催奇形性は認められない）   

イヌ   90日間  雄：300   雄：1，000   雄：体重増加抑制等  

亜急性  雌：100   雌：300   雌：Glu減少  

毒性試験  

1年間   雄：40   雄：200   雄：小葉中心性肝細胞肥大  

慢性毒性  雌：200   雌：甲状腺絶対及び比重量増加  
試験   等   

ー：最小毒性畳は設定できなかった。  

1）：備考には最小毒性量で認められた所見の概要を示した。  
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食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量の最小値がラットを用いた2年間  

慢性毒性／発がん性併合試験の14．4mg／kg体重／日であったので、これを根拠として、  

安全係数100で除した0．14mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  

0．14mg此g体重／日  

慢性毒性／発がん性併合試験  

ラット  

2年間  

混餌  

14．4mg／kg体重／日  

100   

ADI  

（ADI設定根拠資料）  

（動物種）  

（期間）  

（投与方法）  

（無毒性量）  

（安全係数）  



＜別紙1：代謝物／分解物／原体混在物略称＞  

略称   化学名   

M2   3－0Ⅹ0－2－pentyl－CyClopentylacetate   

1VI3 3－hydroxy・2－Pentyl－CyClopentenylaceticacid   

M4   2－hydroxy，3－OXO－2一（4’－0ⅩOPentyl）－CyClopentylaceticacid   

1V15 2－hydroxy－3－0Ⅹ0－2－pentylciTClopentylaceticacid   

M6   2－（4’－hydroxybutyl）－3－OXO－CyClopentylaceticacid   

M7   propy13－0Ⅹ0－2－Pentyl・CyClopentylacetateク÷ルクロン酸抱合体   

M8   2－（4’or5’－hydroxybutyl）－3－0Ⅹ0・CyClopentylaceticacid   

未同定代謝物（水稲を用いた代謝試験で認められた単一アグリコングルコース抱  
M9  

合体で、M2のジオール体またはトリオール体の可能性が高い。）   

MlO   3－hydroxy－2－Pentyl－CyClopentylaceticacid   

lVIll propy12－（5’－hydroxypentyl）－3－0ⅩOCyClopentylracetate   

Tv112 40r5－hydroxy－2－（1’～5’－hydroxtpentyl）－3－0Ⅹ0－1－CyClopentenylaceticacid   

M13   2－（5’carboxyethanoyloxy－3’－Pentenyl）－3－0Ⅹ0－CyClopentylaceticacid   

M21   2－（5’－glucosyloxy－3’一pentenyl）－3－0Ⅹ0⊥cyclopentylaceticacid   

PCH   （原体混在物）   
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＜別紙2：検査値等略称＞  

略称   名称   

A／G比   アルブミン／グロブリン比   

al   有効成分量   

APTT   活性化部分トロンポプラスチン時間   

アスパラギン酸アミノトランスフエラーゼ  
AST  

（＝グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（GdT））   

BUN   血液尿素窒素   

Cmax   最高濃度   

Glu   グルコース（血糖）   

Hb   ヘモグロビン（血色素量）   

耳t   ヘマトクリット値   

LC50   半数致死濃度   

LD50   半数致死量   

MCH   平均赤血球ヘモグロビン量   

MCHC   平均赤血球血色素濃度   

MCV   平均赤血球容積   

PHI   最終使用から収穫までの日数   

PL   リン脂質   

PI∬   血小板数   

PT・   プロトロンビン時間   

RBC   赤血球数   

Tl／2   消失半減期   

TAR   総投与（処理）放射能   

T．Chol   総コレステロール   

TG   トリグリセリド   

Tmax   最高濃度到達時間   

TP   総蛋白質   

TRR   総残留放射能   
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プロヒドロジャスモン（案）  

1．品目名：プロヒドロジャスモン（Prohydrojasmon）  

2．用途：植物成長調整剤  

植物ホルモンであるジャスモン酸様物質である。本剤は、早生りんご等に対する着   

色成熟促進及びみかんの浮皮軽減等の効果が確認されている。  

3．化学名：   

propyl（1H5；2R5）－（3MOXO－2－Pentylcyclopentyl）acetate  

（containing10±2％propyl（1R5；25剤－（3－0Ⅹ0－2－Pentylcyclopentyl）acetate）（IUPAC）   

cyclopentaneacetic acid，3－0Ⅹ0－2－pentyl－，PrOPylester（CAS）  

4．構造式及び物性  

プロヒドロジャスモン（以下、PDJ）は4つの光学異性体が存在し、tmnS－PDJ87％  

以上及びcJ■ぶ－PDJ12％以下の混合物である。  

○  

＼、J／／＼＼／  

l「二ニニ／・  

（15’，2均一PDJ（加郡－PDJ）  

こ、＿二  c00 一〈／  

（lR，2R）－PDJ（trans－PDJ）  

○ 

二‡二／′  

（1R，2S）－PDJ（cLs－PDJ）  

－J  、耳＼ノ（＼／ ′り／C00  
（15’，2Ji）－PDJ（Cね－PDJ）  

分子式  C15H260。  

分子量  254．36  

水溶解度  60．2mg／L（25℃）  

分配係数   log．。Pow＝4．1（25℃）  

（メーカー提出資料より）  

－1－   



5．適用作物の範囲及び使用方法   

本薬の使用目的の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

作物名  となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基  

づく適用拡大申請がなされたものを示している。  

5％ プロヒドロジャスモン液剤  

プロヒドロシ～ヤスモン  

作物名   使用目的  希釈倍数   使用時期   
本剤の  

使用方法   を含む農薬の  
使用回数  

総使用回数   

収穫開始予定日の  
立木  

りんご   30～25日前  

着色促進  500倍    但し、収穫14日前まで   
全面散布   

満開後35～40日  
ぶどう  

但し、収穫30日前まで  1回  
果房散布   

1回  

シ÷へ÷レリン  

収穫予定の   
1000倍～  3．3′～5ppm  

匡亘勾   浮皮軽減  3ケ月前  
2000倍  液に加用、  

但し、収穫45日前まで  
果実散布   

6．作物残留試験   

（1）分析の概要   

（∋分析対象の化合物   

・プロヒドロジャスモン（以下、PDJ）   

・5’－ヒドロキシジャスモン酸プロピル（以下、代謝物5’－OH－PDJ）  

○  

代謝物5’－OH－PDJ  

②分析法の概要  

・PDJ  

アセトンにより抽出しヘキサンに転溶した後、シリカゲルカラム等で精製後、   

GC－MS、LC－MSあるいはLC－MS／MSで定量する。  

GC－MSを用いた場合は、4種の化合物をtraDS－PDJ及びcIs－PDJの2本のピーク   

として検出したそれぞれのピーク面積の合計値を用いて、総PDJ分析値を算出する。  

また、LC←MSあるいはLC－MS／MSを用いた場合は、4種の化合物を1本のピークと   

して測定を行う。  

－2－  
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・代謝物5’－OH－PDJ   

アセトンにより抽出しヘキサンに転溶した後、アセチル化を行い、シリカゲルカ   

ラム等で精製後、ガスクロマトグラフで定量する。   

4種の化合物をtz－aJ］S－5’－OHrPDJ及びc｝’s－5’，OH－PDJの2本のピークとしてGC－MS   

により検出したそれぞれのピーク面積の合計値を用いて、総5’－OH－PDJ分析値を算   

出する。   

または、アセトンにより抽出しヘキサンに転浴した後、シリカゲルカラム等で精  

製後、LC－MS又はLC－MS／MSを用いて定量する。この場合は4種の化合物を1本のピ   

ークとして測定を行う。  

定量限界 PDJ：0．001～0．004ppm  

代謝物5’－OH－PDJ：0．001～0．004ppm  

（2）作物残留試験結果   

① りんご  

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 5％液剤の500倍希釈液を   

1回樹冠散布（600L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。  

PDJ：く0．001、く0．001ppm  

代謝物5’poH－PDJ：く0．001、く0．001ppm  

②ぶどう  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5％液剤のZ郎仇啓希釈炭   

をノ邸在果房厚顔処屠Lた彦、ノ′β♂♂店皮び〝ク7欝希磨軌好をそれぞれノ好ずつ静窟全   

勝有〃北〃鮎ノ したところ、散布後30～60日の最大残留量注1）は以下のとおり   

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）   

PDJ：〈0．001ppm   

代謝物5’－OH－PDJ：く0．001ppm  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、タ％7嫁御のZ♂ククプ賢希紺  

をノ舵亀有安磨処屠Lた炭、ノ′〝の既忍び風脚虐肴紺をそれぞれノ厨ずつ凝着全  

面静粛〃J此刀ぬノしたところ、散布後30～60日の最大残留量注1）は以下のとおり  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

PDJ：く0，002ppm  

代謝物5’－OH－PDJ：く0．002ppm  
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③みかん  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、5％液剤の1，000倍希釈液   

をJ腑全線有（250，330L／10a）したところ、散布後ノ4～∠汐日の最大残留量注  

1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

往2）  

PDJ：く0．002、く0．002ppm  

代謝物5’一OH－PDJ：く0．002、く0．002ppm   

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、5％液剤の1，000倍希釈液  

を封軌欽定全面静粛（250，330L／10a）したところ、散布後ノβ～2♂日の最大残留量注  

1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  
注2）  

PDJ：0．008、0．008ppm  

代謝物5’－OH－PDJ：く0．004、〈0．004ppm  

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を  

最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それぞ  

れの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない  

条件を斜体で示した。  

7．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平   

成20年10月7日付け厚生労働省発食安第1007004号により食品安全委員会あ   

て意見を求めたプロヒドロジャスモンに係る食品健康影響評価について、以下のとおり   

評価されている。  

無毒性量：14．4mg／kg体重／day  

（動物種）ラット  

（投与方法）混餌  

（試験の種類）慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間）2年間   

安全係数：100  

体重／da  ADI：0．14 m   
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8．諸外国における状況   

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージー ランドについて調査し   

た結果、いずれの国においても残留基準値は設定されておらず、本剤の使用も認められ   

ていない。  

9．基準値案  

（1）残留の規制対象  

プロヒドロジャスモン   

作物残留試験において、プロヒドロジャスモン本体及び代謝物5’一OH－PDJの分析が行  

われているが、．代謝物の分析結果は全て定量下限値未満であったことから、規制対象と  

してはプロヒドロジャスモン本体のみとすることとした。   

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価対  

象物質としてプロヒドロジャスモン（親化合物のみ）と設定されている。  

（2）基準値案   

別添2のとおりである。  

（3）暴露評価   

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される  

量のプロヒドロジャスモンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき  

試算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大1日摂取量（TMDI））のADI  

に対する比は、．以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。   

なお、本暴露評価は、各食品分類において、 加工・調理による残留農薬の増減が全く  

ないとの仮定の下におこなった。  

TMDI／ADI 

国民平均   0．1   

幼小児（1～6歳）   0．2   

妊婦   0．0   

高齢者（65歳以上）   0．1   

注）TMDI試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。  
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（別紙1）  

プロヒドロジャスモン作物残留試験一覧表  

試験条件  最大残留量（ppm）  

農作物  試験 圃場数  使用量・使用方法   回数  経過日数   【プロヒドロジャスモン／代謝物5’－OH－PDJI  

りんご  500倍散布  圃場A：く0．001／く0．001  
2  5％液剤  600L／10a   ユ回  ユ4，21，30日  

（果実）  圃場B：〈0．001／く0．001   

ぶどう  
2000借花果房浸漬  

（果実）   

l  5％液剤   ＋1000倍散布150L／10a  
＋500倍散布150L／10a   
2000倍花果房浸演  

ぶどう  ロ  5％液剤   ＋1000倍散布150L／10a  
（果実）  十500倍散布150L／10a   

みかん  1000倍散布  14，28日  圃場A：く0．002／く0．002（3回，14日／3回．14日）（＃）  
2  5％液剤  250、330L／10a   3回・  

（果肉）  13，27日  圃場B：く0．002／く0．002（3回，13日／3回．13日）（＃）   

みかん  1000倍散布  14，28日  圃場A：0．008／く0．004（3回，14日／3回，14日）（＃）  
2  5％液剤  

（果皮）  
250、330L／10a   3回           13，27日  開場B：0．008／く0．004（3回，13日／3回，13日）（＃）   

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。   

（＃） これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙2）  プロヒドロジャスモン   農薬名  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   PPm   PPm  PPm   PP111  

みかん   q二月5  〈0．002（軋く0．002（拝）  

りんご  0．05   く0．001，〈0．001  

ぶどう  坦担  0．05   く0．001（＃）／〈0．002（＃）  

0．008（軋0．008（＃）（みか   

その他のスパイス   0．05  申  んの果皮）   

注）基準値案は、作物残留試験結果のほか、想定される暴露量が著しく小さいことなどから、分析の効率性を鑑み設定  
した。  

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙3）   

プロヒドロジャスモン推定摂取量（単位：LLg／人／day）  

幼小児  

食品群   
基準値案 （ppm）  国民平均 TMDI   （1～6歳）  

TMDI   TMDI  

21  みかん  0 05  
0 05  りんナ■  

ぶどう  0．05  
その他のスパイス   0．05   0．0  

計  4．1   3．8   3．9  

ADI比（％）  0．1   0．2   0．0  

TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaximum DailyIntake）  
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農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請に係る連絡及び基準  

設定依頼（適用拡大：ぶどう）  
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答申（案）   

プロヒドロジャスモン  

残留基準値  

食品名  

PPm   

みかん   0．05   
その他のスパイス（注）   0．05   

（注）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わ  
さび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、し  
ようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及  
びごまの種子以外のものをいう。  
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要 約   

尿素系殺菌剤である「ペンシクロン」（CAS No．66063－05－6）について、農薬  

抄録を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（稲、ばれ  

いしょ及びレタス）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物等残留、急性毒性  

（ラット）、亜急性毒性（ラット及びマウス）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性／発が  

ん性併合（ラット及びマウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウ  

サギ）、遺伝毒性試験等である。   

試験結果から、ペンシクロン投与による影響は主に肝臓に認められた。神経毒  

性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。   

各試験の無毒性量の最小値はラットを用いた2世代繁殖試験①のP雄の3．2  

mg／kg体重／日であったが、2世代繁殖試験②の結果と合わせて総合的にラットの  

無毒性量を評価すると、2世代繁殖試験②のF2雄の5．3mg／kg体重／日をラット  

を用いた毒性試験の無毒性量の最小値とすることが適切であると考えられた。   

食品安全委員会は、各試験の無毒性量の最小値がラットを用いた2世代繁殖試  

験の5．3mg／kg体重／日であったことから、これを根拠として、安全係数100で  

除した0．053mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  
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Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺菌剤  

2．有効成分の一般名  

和名：ペンシクロン  

英名：PenCyCurOn（ISO名）   

3．化学名   

IUPAC  

和名：1－（4－クロロベンジル）－1－シクロペンチルー3－フェニルウレア  

英名：1－（4－Cholorobenzyl）－1－CyClopentyl－3－Phenylurea  

CAS（No．66063・05－6）  

和名：」V【（4－クロロフェニル）メチル］一入声シクロペンチルー」Ⅴし  

フェニルウレア  

英名：N［（4－Cholorophenyl）methyl］－Ncyclopentyl－Nr－  

Phenylurea  

」
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4．分子式  

C19H21CIN20  

5．分子量  

328．84  

6．構造式  一
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7．開発の経緯   

ペンシクロンは、1976年に日本特殊農薬（現バイエルクロツプサイエンス社）   

により開発された尿素系殺菌剤である。本剤は、兄ゐjおcわ乃克βα血血菌に対して、   

菌糸の成長を停止させ、その結果先端細胞から分岐枝を異常派生させることによ   

り、菌の生育を阻害する。しかし、作用機構は十分解明されていない。ペンシク   

ロンは、ドイツ、オーストリア等でばれいしょ等に農薬登録されており、我が国   

では1985年9月24日に稲、いぐさ、ばれいしょを対象に登録されている。本剤   

はポジティブリスト制度導入に伴う残留基準値が設定されている。また、魚介   

類への残留基準値の設定の申請及びバイエルクロツプサイエンス株式会社よ   

りインポートトレランス申請（チョウセンニンジン）がなされている。  
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

農薬抄録（2007年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照9）   

各種運命試験（Ⅱ．1～4）は、ペンシクロンの窒素原子に結合したフェニル  

環の炭素を均一に14Cで標識したもの（［phe－14C］ペンシクロン）、カルポニル  

基の炭素を14Cで標識したもの（【car－14C］ペンシクロン）、シクロペンチル環の  

2及び5位の炭素を14Cで標識したもの（［cyc－14C］ペンシクロン）及びベンジ  

ル位の炭素を14Cで標識したもの（［ben－14C］ペンシクロン）を用いて実施され  

た。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合はペンシクロンに換算し  

た。代謝物／分解物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。  

1．動物体内運命試験  

（1）血中濃度推移  

Fischerラット（雄3匹）またはICRマウス（雄、匹数不明）に［phe－14C］   

ペンシクロンを低用量（40mg／kg体重）で単回経口投与、Fischerラット（雌   

雄各3匹）に［car14C］ペンシクロンを低用量で単回経口投与、Wistarラット   

（一群雌雄各5匹）に［ben－14C］ペンシクロンを2mg／kg体重または100   

mg／kg体重で単回経口投与ならびに2mg／kg体重で反復経口投与して、血中   

濃度推移について検討された。  

各投与群における血祭中放射能濃度推移は表1及び2に示されている。  

ペンシクロンは速やかに吸収され、［car－14C］ペンシクロン投与群の雌ラッ   

ト以外は、血祭中濃度は投与8時間後までに最高値を示した。消失半減期   

（Tl／2）は【phe－14C］ペンシクロン及び【car－14C］ペンシクロン投与群では   

10～30時間、［ben－14C］ペンシクロン投与群では26．7～43．2時間であった。（参  

照9）  

表1血渠中放射能濃度推移①  

標識体   【phe－14C］ペンシクロン   ［car－14C】ペンシクロン   

40mg瓜g体重・  40mg／kg体重・  
投与量・投与経路  

単回経口  単回経口   

動物種   ラット   マウス   ラット   

性別   雄   雄   雄   雌   

Tmax（時間）   2   3   24   

Cmax（巨g／g）   1．44   8．26   2．98   3．39   

Tl／2（時間）   15   10   22   30   
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表2 血渠中放射能濃度推移②  

標識体   ［ben－14C］ペンシクロン   

2mg／kg体重・  2mg／kg体重・   100mg／kg体重・  
投与量・投与経路  

単回経口  反復経口  単回経口   

動物種   ラット  ラット  ラット   

性別   雄   雌   雄   雌   雄   雌   

Tm。X（時間）   2   4   4   8   4   4   

Cm。Ⅹ（いg／g）   0．09   0．17   0．12   0．16   2．27   2．36   

Tl／2（時間）   38．4   38．2   26．7   43．2   31．0   40．7   

（2）排泄  

Fischerラットに［phe－14C］ペンシクロン、［car－14C］ペンシクロン、［cyc－14C］   

ペンシク 

排泄試験が実施された。  

排泄試験において設定された各投与群の設定条件は表3に示されている。  

表3 排泄試験において設定された各投与群の設定条件  

使用動物   
投与量  

標識体  性別・匹数  投与経路・回数   
（mかkg体重）  

［pbe－14C】ペン  40   経口・単回☆  

シクロン   Fischerラット  雌雄・各3   200   経口・単回  

Fiscberラット  雄・匹数不明  40   腹腔内・単回☆   

【car－14C］ペン  40   経口・単回☆  

シクロン   Fischerラット  雌雄・各3   200   経口・単回   

【cyc－14Clペン  40  経口・単回  

シクロン   Fischerラット  雌雄・各5   200   経口・単回  

Fischerラット  雌雄・各3   40   静脈内・単回  

Fiscberラット  雌雄・各2   40   経口・単回抽   

［ben－14C】ペン  2   経口・単回  

シクロン   Wistarラット  雌雄・各5   2   経口・反復  

Wistarラット  雌雄・各5   100   経口・単回  

Wistarラット  雄・5   100   経口・単回☆   

★）呼気ぺの排泄試験も同時に実施。★★）呼気への排泄試験のみ実施。  

各投与群における糞及び尿中排泄率は、表4に示されている。  

いずれの投与群においても投与後、放射能は速やかに糞及び尿中に排泄さ   

れた。tphe－14C】ペンシクロン低用量投与群の雌以外は、尿中（総投与放射能   

（TAR）の2．3～34．7％）よりも糞中（59．4～88．1％mR）に多く排泄された。  

［phe－14C］ペンシクロン投与群では、雄で糞中に 68．3％mR及び尿中に   

29．2％mRが、雌では44．5％mRが糞中及び50．5％mRが尿中へ排泄され、   

排泄パターンに雌雄差が認められた。その他の投与群の排う世パターンに、標   



識位置による差及び雌雄差は認められなかった。低用量経口投与群と静脈内  

投与群（【cyc－14C］ペンシクロン投与群）を比較すると、静脈内投与群の尿中  

排泄量は経口投与群より多い傾向が認められた。高用量投与群（［ben－14C】ペ  

ンシクロン投与群及び【cyc－1∠1C】ペンシクロン投与群）では低用量投与群より  

も糞中排泄率が高い傾向が、また反復投与群（［ben－14C］ペンシクロン投与群）  

では単回投与群よりも尿中排i世率が高い傾向が認められた。単回腹腔内投与  

群（【phe－14C］ペンシクロン投与群）においては、経口投与群と同様の排泄パ  

ターンを示した。   

呼気への排泄はわずか（0．5％mR未満）であった。（参照9）  

表4 糞及び尿中排泄率（％mR）  

投与量   40mg／kg体重  200mg／kg体重  

室識体  
投与経路・   経口・単回  月細空  

回数  内・単回   静脈内・単回  経口・単回  

性別・匹数  雄   雌   雄   雄   雌   雄   雌   

e－14C］ペ  糞   68．3  44．5  59．4  

／クロン丑  尿   29．2  50．5  29－6  

r14C】ペ  64．0  61．6  
糞  

／クロン永  尿   30．4  34，7  

〇－14C］ペ  糞   84．4  68．5  70．5  66．4  86．1  84．3  

／クロン凍  尿   11，3  27．9  33．6  9．5   

投与量   2mg／kg体重  100mg／kg体重  

享識体  投与経路・   経口・単回  
回数  

経口・反復  経口・単回  

性別   雄   雌   雄   雌   雄   雌   雄   

1－14C】ペン   糞   77．2  77．9  64．7  72．2  81．8  81．0  88．1   

クロン舶  

☆）投与後168時間 ★☆）投与後72時間  

く3）胆汁中排泄  

胆管カニューレを装着したWistarラット（雄6匹）に【ben－14C］ペンシク   

ロンを低用量（2mg／kg体重）で単回十二指腸内投与し、胆汁中排泄試験が   

実施された。  

投与後24時間には投与放射能の大部分が排泄され、投与後48時間には、   

胆汁中に41．7％TAR、糞中に50．3％TAR、尿中に3．8％mRが排泄された。   

（参照9）  
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（4）体内分布   

（か 臓器暮組織中濃度推移  

【1．（2）］において【phe－14C］ペンシクロン、【car－14C］ペンシクロンまたは   

［ben－14C］ペンシクロンを投与して得られた臓器・組織内の放射能濃度が測  

定された。  

［phe－14C】ペンシクロン投与後の雄ラットの各臓器・組織中濃度は、投与  

3時間後までにCmaxに達した。臓器・組織中濃度（消化管を除く）は肝臓  

で最も高く（12・7ト喝／g）、腎臓、肺、副腎及び脂肪で比較的高く、他は5膵／g  

以下であった。血球におけるTl／2は48時間、他の臓器・組織におけるTl／2  

は3～27時間であった。  

［phe－14C】ペンシクロン投与後の雄マウスの各臓器・組織中濃度は、投与  

2または8時間後までにCmaxに達した。他の臓器・組織と比較して胆嚢で  

高い濃度（投与8時間後で582膵／g）を示したが、72時間後までに減少  

した。次いで、肝臓、腎臓、副腎及び脂肪で比較的高く、他は9巨g／g以下  

であった。各臓器・組織中濃度は速やかに減少し、Tl／2は6～16時間であ  

った。  

【car－14C］ペンシクロン投与後の雌雄ラットの各臓器・組織中濃度は、   

［phe－14C】ペンシクロン投与後とほぼ同様のパターンを示した。雌の数値の  

方が雄よりやや高い傾向が認められたが、残留放射能は時間の経過ととも  

に速やかに減少し、雌雄のTl／2に顕著な差は認められなかった。  

【ben－14C］ペンシクロン投与72時間後のラット体内（消化管を除く）に  

おける残留放射能量は、わずかであり0．3％TAR以下であった。また、い  

ずれの投与群においても残留放射能は肝臓で最も高く、低用量単回投与群  

で 0．049～0．064％mR（0．024～0．030トLg／g）、低用量反復投与で  

0・066～0・084％TAR（0・041pg／g）、高用量単回投与で0．015～0．037％TAR  

（0．413～0．744トLg／g）であった。（参照9）  

② 全身オートラジオグラフイー  

Fischerラット（雄5匹）に［phe－14C］ペンシクロンを低用量（40mg／kg  

体重）で単回経口投与し、全身オートラジオグラムを作成した。  

投与1時間後では消化管内容物の最も高い放射能活性が認められ、次い  

で肝臓、ハーグー腺、 副腎皮質、腎臓、脂肪、赤色筋、唾液腺及び心臓が  

高く、これらの臓器・組織には血液より高い放射能活性が認められた。中  

枢神経系、胸腺、肺及び精巣は血液と同程度の放射能活性を示し、眼球に  

は放射能活性はほとんど認められなかった。  

投与6時間後では、大部分の臓器・組織において投与1時間後と比較し  

て放射能活性は低下した。分布パターンは投与1時間後とほぼ同様であっ  

た。  

投与24時間後では消化管内容物の放射能活性が最も高く、次いで肝臓、  

11  

L
 

・
b
 
ト
．
J
 

杭
 
 



腎臓及びハーダー腺に比較的高い放射能活性が認められた。他の臓器・組  

織には放射能活性は認められなかった。   

投与120時間後では肝臓に痕跡程度の放射能活性が認められたにすぎな  

かった。   

以上の結果から、投与放射能は速やかに吸収され、全身に分布し、比較  

的短時間で排泄された。いずれの臓器・組織においても投与放射能の蓄積  

は認められなかった。（参照12）  

（5）代謝物同定・定量  

Fischerラット（一群雄3匹）に［phe－14C］ペンシクロンまたは［car－14C］ペ   

ンシクロンを低用量（40mg／kg体重）で単回経口投与、ならびに［phe－14C］   

ペンシクロンを低用量（40mg／kg体重）で単回腹腔内投与し、投与後7日   

間に採取した糞及び尿、また、【1．（2）】において［cyc－14C］ペンシクロン及び   

［ben－14C］ペンシクロンを投与して得られた糞及び尿中についても代謝物同   

定・定量試験が実施された。   

［phe－14C］ペンシクロン及び［car－14C］ペンシクロン投与後、親化合物が経口   

投与群の糞中から多く（12．4～16．9％mR）検出された。経口投与群の尿中で   

は0．4～0．5％TAR、腹腔内投与群の糞中では1．1％TAR、尿中では0．2％未満   

であった。いずれの投与群においても主要代謝物はⅤⅠⅠⅠであり、糞中で   

7．0～9，2％TAR、尿中で12．ト13．4％TAR検出された。尿中の代謝物ⅤⅠⅠⅠは、   

酵素処理により、硫酸抱合体と推定された。   

［cyc－14C］ペンシクロン経口投与後においても、親化合物が糞中から多く   

（26．0～64．1％mR）検出された。一方、尿中にはほとんど認められず、   

0．卜0．4％TARであった。主要代謝物はⅤⅠⅠであり、糞中に5．0～10．7％TAR   

（シス体及びトランス体の合計）、尿中に1．2～4．3％TAR検出された。［cyc－14C］   

ペンシクロン静脈内投与後では、糞及び尿中のいずれにおいても親化合物は   

ほとんど認められなかった（2％TAR以下）。糞中の主要代謝物はⅤⅠⅠ及びⅤ   

であり、それぞれ17．4～17．8％TAR（シス代とトランス体の合計）及び   

7．7～13．0％TAR 検出された。尿中では ⅤⅠⅠが最も多く認められ、   

2．4～5．5％TARであった。  

［ben－14C】ペンシクロン投与後において、糞中の主要成分は親化合物であり   

低用量（2mg／kg体重）投与群で総残留放射能（TRR）の35．4～51．9％、高   

用量（100mg／kg体重）投与群で70．2～77．9％TRRが検出された。主要代謝   

物は、ⅩⅤⅠであり6．6～10．4％TRRが検出された。低及び高用量投与群では、   

その他にⅤⅠⅠ（1．ト5．5％TRR、シス体及びトランス体の合計）、Ⅴ及びⅤⅠⅠⅠ   

が認められた。尿中にはⅩⅩⅠⅤが0．9～3．9％TRR、ⅤⅠⅠⅠ及びそのグルクロン   

酸抱合体が合計0．7～4A％TRR、ⅩⅩⅤが0．1～0．9％TRR認められた。  

ラットにおけるペンシクロンの主要代謝経路は、シクロペンチル環の脱離   

によるⅠⅠの生成とそれに続くフェニル環の水酸化によるⅤⅠⅠⅠの生成、また  
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はフェニル環の水酸化によるⅤの生成とそれに続くシクロペンチル環の脱  

離によるⅤⅠⅠⅠの生成、シクロペンチル環の3位の水酸化によるⅤⅠの生成と  

それに続くフェニル環のパラ位の水酸化によるⅤⅠⅠの生成、または、Ⅴのシ  

クロペンチル環3位の水酸化によるⅤⅠⅠの生成、C－N結合の開裂によるⅩⅤⅠ  

の生成であった。（参照9）  

2．植物体内運命試験  

（1）稲   

① 浸透、移行性   

【phe－14C］ペンシクロンを温室内でポット（1／5，000a）で成育中の稲（品種：   

コシヒカリ、50％出穂期）の上位3菓（止菓を含む）各菓に、10ドL／葉で片   

面5トIL／菓ずつ塗布し、塗布（処理）0、1、3、6、10、17、24、31及び40   

日後に各菓を採取し植物体内運命試験が実施された。また各葉に、10けL／葉   
で片面5いL／乗ずつ塗布し、さらに各葉の葉鞘の外表面に3～4いLを塗布し、   

塗布1、6、17及び31日後にオートラジオグラムを作成した。  

処理40日後で総処理放射能（mR）の81．ト100％が、実の表面洗浄液（ジ   

エチルエー テル）及び洗浄後の菓から回収された。処理40 日後では   

57．2％mRが洗浄液中、30．3％TARが洗浄後の菓に認められた。洗浄後の葉   

に認められた放射能は主に塗布部に存在した。塗布部の上部及び下部にも放   

射能が検出されたが上部の方が多く、上方移行性が高いことが認められた   

（上部：処理24日後に最大10．9％m、下部：処理40日後に最大3．7％mR）。  

オートラジオグラムでは、処理1日後に放射能は塗布部のみに認められた。   

処理6日後には葉において上方への移行が認められ、17及び31日後には葉   

鞘部にも上方への移行が認められた。下方への移行は認められなかった。（参  

照9）  

② 葉における代謝   

【phe－14C］ペンシクロンを温室内でポット（1／5，000a）で成育中の稲（品種：   

コシヒカリ、50％出穂期）の上位3葉（止菓を含む）各菓に、10けL／葉で片   

面5トLL／乗ずつ塗布し、塗布（処理）1、5、10、15、20、25、30及び40日   

後に各菓を採取し植物体内運命試験が実施された。  

ジエチルエーテル洗浄液に回収された放射能は処理1日後に94．3％mRで   

あり、その後は経時的に減少した（処理40日後に43．8％mR）。アセトン及   

びクロロホルム抽出後の有機相に回収された放射能は処理1日後に   

5．5％TARで、その後は増加し、処理20日後には13．5％mR、処理40日後   

には13．4％mRであった。   

残留放射能の大部分は親化合物であった。表面洗浄液と抽出後の有機相を   

合計すると、ペンシクロンは処理1日後に97．8％m耳であり、その後減少し   

て処理40日後に苧1・5％mRとなった。代謝物としてⅠⅠ、ⅠⅤ及びⅥ（シス  
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体及びトランス体）が認められ、これらはいずれも1％TAR未満であった。  

80％メタノール抽出後の水相を酵素処理した結果、ⅤⅠのグルコース抱合体の  

存在が示唆された。   

稲の葉におけるペンシクロンの主要代謝経路は、シクロペンチル環の脱離  

によるⅠⅠの生成、ベンジル基の脱離によるⅠⅤの生成及びシクロペンチル環  

の3位の水酸化によるⅤⅠの生成であった。（参照9）  

③ 白米及び糠における代謝   

［phe－14C］ペンシクロンを温室内でポット（1／5，000a）で成育中の稲（品種：   

コシヒカリ）に1回当たり約1kg ai／haで2回茎葉散布（1回目は出穂前、   

2回目は50％出穂期）し、2回目の散布（処理）63日後に稲を採取し植物体   

内運命試験が実施された。  

処理63 日後の植物地上部には30％mR、根には0．04％mR、土壌には  

1．7％TARの残留放射能が認められた。植物地上部に認められた放射能の大   

部分は菓身（26．9％TAR、82．3mg／kg）に認められ、玄米には0．4％TAR（0．56   

mg／kg）が分布した。  

玄米を白米と糠に分離すると、白米と糠の重量比は85．8：14．2であった。   

白米には玄米中の放射能の15．4％（0．10mg／kg）、糠には84．6％（3．32mg／kg）   

が分布し、玄米中の放射能は主に糠に認められた。  

80％メタノールに抽出された放射能は白米で35．8％TRR、糠で26．5％TRR   

であった。ヘキサン溶出画分中の主な成分は白米と糠のいずれにおいても親   

化合物で、白米ではヘキサン溶出画分中の放射能の約 88％、糠では約 79％   

に相当した。酢酸エチル溶出画分のTLCパターンは白米と糠で類似してお   

り、少量の親化合物が認められた他、ⅤⅠと 2種類の末同定成分が認められ   

た。含水ブタノール溶出画分及び飽和食塩水溶出画分をTLC分析すると高   

極性成分が認められたが、同定できなかった。これらの結果から、親化合物   

の残留量は玄米で0．018mg／kg、白米で0．003mg／kgであった。  

80％メタノール抽出後の末抽出画分を酸またはアルカリ加水分解すると、   

抽出及び分画後の放射能分布は白米と糠で異なった。このことは白米と糠の   

構成成分に差があるためとも考えられるが、未抽出残留物の性質が白米と糠   

で異なることも推定された。また、糠の酢酸エチル抽出物中にアニリンの存   

在が確認されたことから、親化合物の基本骨格に近い代謝分解物または   

ⅩⅤⅠⅠⅠ（アニリン）が生体成分と結合して存在する可能性が示唆された。（参   

照9）  

④ 茎葉、脱穀後の穂及び籾における代謝   

［ben－14C］ペンシクロンを温室内で容器で成育中の稲（品種：Lamonte）に  

1回当たり約1．4kgai／haで2回茎葉散布［1回目は播種116日後（穂ばら   

み期の初期）、2回目は1回目散布の14日後（出穂期の初期）］し、1回目散  
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布直後（処理0日後）及び2回目散布22日後（処理36日後）に穂及び茎葉   

を採取し植物体内運命試験が実施された。  

茎葉における残留放射能濃度は処理0日後で3．4mg／kg、処理36日後で   

11・5mg／kgであった。また、穂で15．8mg／kg、籾で6．Omg／kgであった。  

茎葉では、メタノール洗浄液及びメタノール／水（4／1、Ⅴ／v）抽出液に、合   

計で98A％TRR（処理0日後）及び94．9％TRR（処理36日後）の放射能が   

回収され、3．9％TRR以下が未抽出画分に認められた。また、処理36日後、   

脱穀後の穂では98．3％TRR、籾では97．3％TRRがメタノール／水に抽出され   

た。いずれの部位においても主な残留成分は親化合物で、茎葉では表面洗浄  

液と抽出液を合計すると処理0日後で94．4％TRR、処理36日後で88．9％TRR、   

脱穀後の穂では91．6％TRR、籾では85．0％TRRに相当した。茎葉にはIIも   

同定され、その生成量は0．2％TRR以下であった。（参照9）   

（2）ぱれいしょ  

①【phe－14c］ペンシクロン及び【cyc－14c］ペンシクロン処理   

［phe－14C］ペンシクロンまたは【cyc－14C］ペンシクロンをばれいしょ（品種：   

しまばら）の種芋に0．25gai／kgの用量で処理した後、ポット（1／5，000a）   

に植付けて温室で栽培し、植付14、56及び133日後（収穫期）に土壌及び   

植物全体（茎葉、根、塊茎及び種芋）を検体として採取し、植物体内運命試   

験が実施された。  

収穫期（133日後）の総残留放射能濃度は、茎葉で0．20～0．28mg／kg、根   

で0．85～1．02mg／kg、塊茎で0．04～0．06mg／kgであった。  

各検査時期において79．5％mR以上の放射能が回収され、その多くが種芋   

に分布していた（133日後で59．5～64．7％mR）。茎葉、根及び塊茎への分布   

割合は経時的に増加したが、合計で1％mR未満（133日後）であった。そ  

のうち多くは茎葉及び根に分布し、塊茎に認められた放射能は最大で   

0．08％TARとわずかであった。  

茎葉、根及び塊茎における主な残留成分は親化合物であり、133日後にそ   

れぞれ28．2～35．1％TRR、8A～9．2％TRR及び7．5～7．7％TRR検出された。塊   

茎における代謝物はⅩⅤⅠが最大0．2％TRR認められ、その他に極性成分が認   

められた。未坤出画分中の放射能（70月～79．6％TRR）の多くはデンプン及び   

グルコースとして回収され、処理放射能はデンプンを構成するグルコースに   

取り込まれたと推察された。茎葉及び根における代謝物として、ⅠⅠ、ⅠⅤ、Ⅴ、   

ⅤⅠ、ⅤⅠⅠ、ⅤⅠⅠⅠ及びⅩⅤⅠが認められた。そのうち、Vlが茎葉において133   

日後に最大10．8％TRR（酢酸エチル相及び水相の合計）、ⅩⅤⅠが茎葉におい   

て56日後に最大5A％TRR認められた他は、いずれも5％TRR未満であった。  

ばれいしょにおけるペンシクロンの主要代謝経路は、シクロペンチル環の   

3位の水酸化によるⅤⅠ及びC－N結合の開裂によるⅩⅤⅠの生成であった。（参   

照9）  
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②【ben－14c］ペンシクロン処理   

［ben－14C］ペンシクロンをばれいしょ（品種‥Clivia）の種芋に0．02gai／kg   

の用量で処理した後、容器（1m2）に植付けて栽培し、植付132日後（収穫   

期）に茎葉、根、塊茎及び種芋を検体として採取し、植物体内運命試験が実   

施された。   

132日後の総残留放射能濃度は塊茎で0．024mg／kg、茎葉で0．17mg／kg、   

根で28．5mg／kg及び処理後の種芋で141mg／kgであった。   

132日後の塊茎において、主な残留成分は親化合物で40．4％TRR、代謝物   

としてⅩⅤの抱合体が31．9％TRR、VIが0．8％TRR及びⅠのジヒドロキシ体   

が0．3％TRR認められた。その他に未同定極性成分が15．0％TRR認められた。  

主要代謝経路は、ⅩⅤの生成を経由したⅩⅤの抱合体の生成であった。（参   

照9）  

（3）レタス   

［phe－14C］ペンシクロンまたは【ben－14C］ペンシクロンを温室内で容器（0．5   

m2）で栽培したレタス（品種：ChagallR2）に1回当たり0．75kgai／ha相   

当の用量で3回（1回目は播種35日後（本葉8～12枚が展開）、その後10   

日間隔で2回）茎葉散布し、最終散布（処理）の21日後に地上部を試料と   

して採取し、植物体内運命試験が実施された。   

【phe－14C］ペンシクロンまたは［ben－14C］ペンシクロン処理21日後の植物地   

上部における総残留放射能濃度は18．8～19．6mg／kgであり、大部分の放射能   

がアセトニトリル／水及びアセトニトリルに抽出され、そのうちジクロロメタ   

ン相に95A～99．0％TRR（17．9～19．4mg／kg）の放射能が認められた。  

主な残留成分は親化合物であり、ジクロロメタン相と水相を合計すると   

96．3～97，3％TRR（18．3～18．8mg／kg）が検出された。代謝物として、［ben－14C］   

ペンシ クロン処理群でⅩⅤⅠが2．4％TRR（0．5mg／kg）が検出された。その他   

にⅠⅠ、ⅠⅤ、ⅤⅠ（シス体及びトランス体）、ⅩⅤⅠⅠⅠ、ⅩⅩⅠ、ⅩⅩⅠⅠ、ⅩⅩⅠⅠⅠ及び   

ⅤⅠのグルコース抱合体等が認められたが、いずれも1％TRR未満であった。  

ペンシクロンのレタスにおける主要代謝経路は、稲と同様の代謝経路の他   

にC－N結合の開裂によるⅩⅤⅠの生成、脱塩素化によるⅩⅩⅠの生成、ベンジ   

ル位の酸化によるⅩⅩⅠⅠの生成とそれに続くベンジル基の脱離によるⅠⅤの生   

成であった。（参照9）  

3．土壌中運命試験  

（1）好気的湛水土壌中運命試験   

［phe－14C］ペンシクロンまたは【cyc－14C］ペンシクロンを土壌［沖積・軽埴土   

（埼玉）及び火山灰・シルト質壌土（埼玉）］に乾土あたり2mg／kgとなる  

ように添加後、好気的湛水条件、30℃の暗条件下で90 日間インキュべ－卜  

し、好気的湛水土壌中運命試験が実施された。  
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両供試土壌において二酸化炭素が発生し、その発生量は処理90 日後に  

［phe－14C］ペンシクロン処理試料で4．8～9．9％TAR、［cyc－14C］ペンシクロン処  

理試料で0．4～2．2％mRであった。その他の揮発性物質はほとんど認められ  

なかった。   

処理90日後において親化合物は33．9～45．1％mR検出された。主要分解  

物としてⅩⅤ及びⅩⅤⅠが処理90日後にそれぞれ最大で14．6及び34．6％mR  

検出された。   

ペンシクロンの推定半減期は、好気的湛水土壌条件で約60日であった。（参  

照9）  

（2）好気的土壌中運命試験   

［phe・14C］ペンシクロンまたは［cyc・14C］ペンシクロンを、土壌水分を最大容   

水量の60％に調整した土壌［沖積・砂壌土（静岡）］に乾土あたり2mg／kg   

となるように添加後、好気的条件、30℃の暗条件下で60日間インキュベー   

卜し、好気的土壌中運命試験が実施された。  

両供試土壌において二酸化炭素が発生し、その発生量は処理60 日後に  

［phe－14C】ペンシクロン処理試料で25．3％TAR、【cyc－14C］ペンシクロン処理試   

料で12．3％mRであった。その他の揮発性物質はほとんど認められなかった。  

処理60日後において親化合物は22．0～22．8％mR検出された。主要分解   

物としてⅩⅤⅠが処理20日後に最大26．4％mR検出され、処理60日後には   

16．6％mRに減少した。また、ⅠⅠⅠ及びⅩⅤが処理60日後に最大7．0及び   

5．4％TAR検出された。その他にⅠⅠ、ⅠⅤ、Ⅴ、ⅤⅠ、ⅩⅠⅠⅠ、ⅩⅠⅤ及びⅩⅩⅠが認   

められたが、いずれも5％mR未満であった。  

ペンシクロンの推定半減期は、好気的土壌条件で20日以内であった。（参   

照9）  

（3）土壌表面光分解試験   

【phe－14C］ペンシクロンまたは【cyc・14C】ペンシクロンを、2種類の国内土壌   

［鉱質土（岐阜）及び沖積土（静岡）］を厚さ0．5mmに塗布したガラス板   

全体に、0．48～0．50ドg／cm2となるように添加後、自然太陽光［光強度：338   

W／m2、測定波長：300～3，000nm（統計値から推定）］を30日間（8時間／   

日）照射し、土壌表面光分解試験が実施された。  

照射30日後の回収率は、63．4～77．0％mRであり、いずれの土壌において   

も【cyc－14C］ペンシクロンの方が【phe－14C］ペンシクロンよりやや速く消失し   

た。  

照射区（鉱質土）において親化合物の残存率は2日後に20．2～25．9％mR   

から、20日後に5．5～5．9％mRと減少した。主要分解物はⅠⅠ、一ⅠⅤ及びⅩⅤⅠ   

であり、ⅠⅠは5日後に最大13．3％m、ⅠⅤは20日後に最大11．9％mR及   

びⅩⅤⅠは2日後に最大15．1％mR検出された。暗対照区では、10日後の親  
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化合物の残存率は59．2～61．3％TARであった。   

ペンシクロンの推定半減期は2日以内と推定された。（参照9）  

（4）土壌吸着試験  

4種類の国内土壌［火山灰・シルト質壌土（埼玉）、沖積・軽埴土（埼玉）、   

火山灰・軽埴土（茨城）及び沖積・シルト質壌土（静岡）］を用いて土壌吸   

着試験が実施された。  

Freundlichの吸着等温式による吸着係数Kadsは43．2～264、有機炭素含量   

当たりの吸着係数Kocは2，260～3，920であり、ペンシクロンは土壌中で移行   

しにくいと推定された。（参照9）  

4．水中運命試験  

（1）加水分解試験  

非標識ペンシクロンをpH5．0（フタル酸緩衝液）、pH6．6（リン酸緩衝液）   

及びpH8．8（ホウ酸緩衝液）の各緩衝液、ならびに脱イオン水、水道水、1M   

HCl水溶液及び1MNaOH水溶液に0．4mg／Lとなるように添加した後、緩  

衝液、脱イオン水及び水道水は28℃で62日間静置、1MHCl及び1MNaOH   

水溶液は40℃で2 日間振とう、いずれも暗条件下でインキュべ－卜する加  

水分解試験が実施された。  

ペンシクロンはpH6．6及び8．8の各緩衝液、脱イオン水及び水道水にお   

いてほとんど分解せず安定であった。pH5．0の緩衝液において親化合物は  

徐々に分解した。  

1MHCl水溶液及び1MNaOH水溶液中における親化合物の残存率はそれ  

ぞれ61，．9及び61．1％mRであった。いずれの水溶音夜中においても、主要分   

解物はⅩⅤⅠであり約26％mR検出された、その他の分解物としてⅠⅠ、ⅠⅤ、  

ⅩⅤ及びⅩVIIIが同定されたが、ⅩVIIIが1M NaOH水溶液中で7．3％mR   

認められた他は、いずれも3％TAR以下であらた。  

ペンシクロンの推定半減期は、PH5．0の緩衝液で約76日、1MHCl水溶  

液で48．5時間、1MNaOH水溶液で43．6時間であった。（参照9）  

（2）水中光分解試験（蒸留水及び自然水）   

［phe－14C］ペンシクロンまたは［cyc－14C］ペンシクロンを滅菌蒸留水、滅菌   

2％アセトン水及び滅菌自然水［河川水、2箇所から採取（東京pH7．2及び   

埼玉pH7．5）］に0．2mg／Lとなるように添加し、自然太陽光［光強度：338   

W／m2、測定波長：300～3，000nm（統計値から推定）］を7日間（8時間／目）   

照射し、水中光分解試験が実施された。  

照射7日後の滅菌2％アセトン水における揮発性物質は合計16．2～22．9％   

mRであり、大部分は二酸化炭素と推定された。照射4日後のペンシクロン   

の残存率は蒸留水で25．5％TAR、2％アセトン水で26．7～31．2％mRであり、  
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アセトン添加による差はほとんど認められなかった。主要分解物としてⅠⅤ  

が12．7～17．4％TAR、ⅩⅤⅠが15．1％TAR、IIが8，1～8．3％TAR検出され、そ  

の他にはⅠⅠⅠ及びⅩⅠⅠⅠが3％mR未満ならびに数種の未同定物質が認められ  

た。暗対照区では、4日後のペンシクロンの残存率は63．8～69．5％mRであ  

った。   

照射7▲目後の自然水における揮発性物質の生成量は合計22．0～29．4％TAR  

であり、大部分は二酸化炭素と推定された。照射4日後のペンシクロンの残  

存率は3．7～4．6％TAR であった。分解物としてⅠⅠ、ⅠⅠⅠ、ⅠⅤ及びⅩⅤⅠが  

2．2～5．2％mR検出された。その他にはⅩⅠⅠⅠ及び数種類の末同定物質が認め  

られた。暗対照区では、4 日後のペンシクロンの残存率は64．2～65．3％TAR  

であった。   

ペンシクロンの推定半減期は、滅菌蒸留水で2日、滅菌2％アセトン水で  

2．ト2．4日、滅菌自然水で1．ト1．3日であった。（参照9）  

5．土壌残留試験   

沖積・埴壌土（埼玉）、火山灰・埴壌土（埼玉）、沖積・埴土（北海道）、火   

山灰・壌土（北海道及び栃木）、及び沖積・壌土（山口）を用いて、ペンシク   

ロンを分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場）が実施された。  

推定半減期は表5に示されている。（参照9）  

表5 土壌残留試験成績（推定半減期）  

試験  濃度   土壌   ペンシクロン   

沖積・埴壌土   70日  

容器内  
湛水条件   1mg／kg☆  

火山灰・埴壌土   45日  

試験  
畑地条件   1mg／kg☆   

沖積・埴土   26日  

火山灰・壌土   18 日   

沖積・埴壌土   30 日  

水田状態  6，000gai／haD          沖積・壌土   20日  
圃場  

試験  
火山灰・壌土   10 日  

畑地状態  750gai／haWP   
沖積・埴土   約90日  

火山灰・壌土   約90日   

☆：容器内試験は原体を使用。D：粉剤（1．5％）WP：水和剤（25％）  

6、作物等残留試験  

（1）作物残留試験（国内）  

水稲、ばれいしょ、ながいも及びてんさいを用いて、ペンシクロンを分析  

対象化合物とした作物残留性試験が実施された。  

結果は別紙3に示されており、稲わらを除くと、ペンシクロンの最高値は   

てんさいの最終散布31日後における0．19mg／kgであった。（参照9）  
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（2）作物残留試験（海外）  

チョウセンニンジンを用いて、ペンシクロンを分析対象化合物とした作物   

残留試験が、韓国において実施された。  

結果は別紙3に示されており、ペンシクロンの最高値は最終散布21日後の   

根（生）における0．12mg／kgであった。（参照13）  

（3）魚介類における最大推定残留値  

ペンシクロンの公共用水域における水産動植物被害予測濃度（水産PEC）  

及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算出された。  

ペンシクロンの水産PECは0．97Llg／L、BCF（試験魚種：コイ）は154、   

魚介類における最大推定残留値は0．75mg／kgであった。（参照12）   

7．乳汁移行試験   

乳牛（ホルスタイン種、2頭）にペンシクロンを140mg／頭／日の用量で7日   

間カプセル経口投与、または乳牛（ホルスタイン種、各群3頭）にペンシクロ   

ン含有ふすま（約200ppm：60mg／頭／日、約100ppm：30mg／頭／日及び2，000   

ppm：1，000mg／頭／日）またはペンシクロン含有稲わら（約20ppm：60mg／   

頭／目）を7日間摂食させ、乳汁移行試験が実施された。   

その結果、ペンシクロンを140mg／頭／目の用量で経口投与した群及びペンシ  

クロン含有ふすま（60及び30mg／頭／日）またはペンシクロン含有稲わら（60   

mg／頭／日）を摂取させた群では、いずれの検査時期においてもペンシクロンは   

0．01mg／kg未満であった。ペンシクロン含有ふすま（1，000mg／頭／日）を摂食   

させた群において、ペンシクロンは投与開始5日後に最大0．212mg／kg検出さ   

れたが、投与終了4日後には0．005mg／kg未満となった。（参照9）   

8．一般薬理試験  

ラット、マウス、ウサギ、モルモット及びハムスターを用いた一般薬理試験   

が実施された。結果は表6に示されている。（参照9）  

表6 一般薬理試験概要  

投与量  最大  最小  

試験の種類   動物種  動物数 匹／群   （mg／kg体重） （投与経路）  
無作用量  作用量  結果の概要   

（mg／kg体重）    （mg此g体重）  

中  Wistar  
一般状態  

0、1，000、2，000  
雄各6  

（経口）   

2，000  
枢  

影響なし。  
ラット  

神  dd  
雄各6   

0、1，000、2，000 口  2，000  

マウス  （経）  
影響なし。  

経  

系  
ウサギ  雄各4   

0、1，000、2，000  
2，000  

（経口）  

影響なし。  

Hartley  
モルモッ  

0、1，000、2，000 口  2，000  

（経）  
影響なし。   

ト   
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ゴールデ  

ンハムス  
0、1，000、2，000 口  2，000  

（経）  
影響なし。  

ター   

Wistar  雄  
2，000  

自発運動  （経口）  

影響なし。  

量  
dd  

0、1，000、2，000  
2，000  

マウス   （経口）  

影響なし。  

1Ⅳistar  
雄6，6，5   

0、1，000、2，000 （経口）  2，000  

ラット  
影響なし。  

Hartley  
体温                   モ／レモッ  

0、1，000、2，000 （経口）  2，000  
影響なし。  

ト   

ウサギ  雄各2   
0、1，000、2，000  

2，000  
（経口）  

影響なし。  

レセルピ  
雄各6   

0、1，000、2，000  
2，000  

ン作用   （経口）   

影響なし。  

Wistar  0、1，000、2，000  
2，000mg／kg体重  

ベントバ  雄各6  
（経口）   

1，000   2，000   投与群で弱い増強  

ルビター  作用。  

ル睡眠  dd  
雄各6   

0、1，000、2，000  
2，000  

マウス  （経口）  

影響なし。  

ピクロトキ  
雄各6   

0、1，000、2，000  
2，000  

シン痙撃   （経口）  

影響なし。  

0、1，000、2，000  
鎮痛作用  dd マウス  雄各6  2，000  

（経口）  

影響なし。   

注）検体は全てオリーブ油に懸濁して用いられた。  

9．急性毒性試験  

ペンシクロン（原体）、代謝物Ⅱ～Ⅴ及びⅧを用いた急性毒性試験が実施され   

た。結果は表7に示されている。（参照9）  

表7 急性毒性試験結果概要  

投与  動物種  LD50（mg／kg体重）  
検体  

経路  性別・匹数  雄   雌   
観察された症状  

原体   経口1）   
SDラット  

＞5，000  ＞5，000  鎮静、死亡例なし  
雌雄各10匹  

沈静、呼吸抑制、1，000mg／kg  
腹腔内2）  SDラット  約1，000  約1，000      雌雄各10 匹  休重で死亡例  

皮下2）  SDラット 雌雄各10匹  ＞1，000  ＞1，000  症状及び死亡例なし  
経皮1）   

SDラット  
＞5，000  ＞5，000  症状及び死亡例なし  

雌雄各10匹  

経口1）   
ICRマウス  

＞5，000   ＞5，000  症状及び死亡例なし  
雌雄各15匹   

ICRマウス  
活動性の低下、呼吸抑制、立  

腹腔内2）   雌雄各15匹   
＞1，000  ＞1，000   毛  

1，000mg／kg体重で死亡例  

皮下2）  ICRマウス 雌雄各15匹  ＞1，000  ＞1，000  症状及び死亡例なし   
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経皮1）   
ICRマウス  

雌雄各15匹   
＞5，000  ＞5，000  症状及び死亡例なし   

経口3）   

ビーグル犬  

雌雄各1匹   
＞5，000  ＞5，000  症状及び死亡例なし   

ネコ  
経口4）  

雌各2匹   
＞1，000  ＞1，000  症状及び死亡例なし   

吸入  
Wistarラット  

LC50（mg／L）  

1時間1    雌雄各5匹  ＞0．63   ＞0．63   
被毛の汚れ  

回暴露）  

吸入  

4時間1  
Wist，arラット  

雌雄各5匹   
＞0．57   ＞0．57  被毛の汚れ   

回暴露）  

吸入  

6時間5  
Wistarラット  

雌雄各5匹   
＞0．58   ＞0，58  被毛の汚れ、体重増加抑制   

回暴露）  

SDラット  LD50（mg／kg体重）  
経口5）  

雄各4匹  ＞2，000  
症状及び死亡例なし  

経口5）   
SDラット  

＞2，000  
雄各4匹  

症状及び死亡例なし   

経口5）   
SDラット  

＞2，000  
雄各4匹  

症状及び死亡例なし   

経口5）   
SDラット  

＞2，000  
雄各4匹  

症状及び死亡例なし   

経口5）   
SDラット  

＞2，000  
雄各4匹  

症状及び死亡例なし   

溶媒として、1）は0．5％EmulgatorW水溶液、2）は生理食塩水、3）は0．5％Tylose液、  
4）はCremophol－EL水溶液、5）はルートロールを用いた。   

10．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験  

日本白色種ウサギ（雄）を用いた眼及び皮膚一次刺激性試験が実施された。   

軽度の眼刺激性が認められたが、皮膚刺激性は認められなかった。（参照9）  

Hartleyモルモット（雌）を用いた皮膚一次刺激性試験及び皮膚感作性試   

験（注射惹起及び閉塞貼布惹起）が実施された。その結果、ペンシクロン原   

体に皮膚一次刺激性は認められなかったが、軽度の皮膚感作性が認められた。  

（参照9）  

11．亜急性毒性試験  

（1）14週間亜急性毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各20匹）を用いた混餌（原体：0、80、400、2，000   

及び10，000ppm）投与による14週間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表8に示されている。  

本試験において、10，000ppm投与群の雄で肝絶対及び比重量1増加等、   

2，000ppm以上投与群の雌で体重増加抑制が認められたので、無毒性量は雄  

1体重比重量を比重量という（以下同じ）。  
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で2，000ppm（雄：120mg／kg体重／日）、雌で400ppm（雌：27．5mg／kg体  

重／日）であると考えられた。（参照9）  

表814週間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

10，000ppm   ・肝絶対及び比重量増加   ・食餌効率減少  

・肝細胞核大小不同、クロマチ  ・肝比重量増加  

ン分布異常、核多形性   ・肝細胞核大小不同、クロマチ  

ン分布異常、核多形性   

2，000ppm以上  2，000ppm以下毒性所見なし   ・体重増加抑制   

400ppm以下  毒性所見なし   

（2）90日間亜急性毒性試験（マウス）   

ICRマウス（一群雌雄各20匹）を用いた混餌（原体：■0、80、400、2，000   

及び10，000ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表9に示されている。  

本試験において、2，000ppm以上投与群の雄でLDH及びAI∬増加、  

10，POO ppm投与群の雌で肝比重量増加等が認められたので、無毒性量は雄   

で400ppm（雄：50．Omg／kg体重／日）、雌で2，000ppm（雌：315mg／kg   

体重／日）であると考えられた。（参照9）  

表9 90日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

10，000ppm   ・肝絶対及び比重量増加   ・肝比重量増加  

・肝細胞核クロマチン分布異常、  ・肝細胞核クロマチン分布異常、  

核大小不同   核大′ト不同   

2，000ppm以上  ・LDH及びAI．T増加   2，000ppm以下毒性所見なし   

400ppm以下  毒性所見なし   

（3）90日間亜急性神経毒性試験（ラット）  

Wistarラット（一群雌雄各12匹）を用いた混餌（原体：0、500、2，500   

及び15，000ppm）投与による90日間亜急性神経毒性試験が実施された。  

剖検時、15，000ppm投与群の雌において肝の小葉構造明瞭化が認められ   

た。その他の検査においては、いずれの投与群にも検体投与の影響は認めら   

れなかった。  

本試験において、雄では検体投与の影響は認められず、雌では15，000ppm   

投与群で肝の小葉構造明瞭化が認められたので、無毒性量は雄で15，000   

ppm（1，170mg／kg体重／日）、雌で2，500ppm（275mg／kg体重／日）である  
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と考えられた。神経毒性は認められなかった。（参照9）  

（4）21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）（D  

NZWウサギ（一群雌雄各6匹：一群雌雄各3匹は正常皮膚、他の各3匹   

は損傷皮膚に投与した）を用い、背部及び横腹部皮膚に塗布（原体：0、50   

及び250mg／kg体重、5日／週、6時間／日）する21日間亜急性経皮毒性試験   

が実施された。  

皮膚の局所所見では、正常皮膚に投与した動物では、発赤は認められず、   

皮膚の厚さにも検体投与の影響は認められなかった。損傷皮膚に投与した動   

物では、損傷による発赤と肥厚が認められたが、検体投与群と対照群との間   

に差は認められなかった。投与部位及び無処置の背部皮膚の病理組織学的検   

査では、両部位とも極軽度から軽度の炎症性細胞浸潤が認められ、その程度   

及び頻度は、対照群と250mg／kg体重投与群とで同等だったので、偶発的な   

ものと考えられた。  

その他の検査において、検体投与の影響は認められなかった。  

本試験において、いずれの投与群においても検体投与の影響が認められな   

かったので、無毒性量は雌雄とも250mg／kg体重であると考えられた。（参   

照9）  

（5）21日間亜急性経皮毒性試験（ウサギ）②  

NZWウサギ（一群雌雄各5匹）を用い、背部及び横腹部皮膚に塗布（原   

体：0、250、500及び1，000mg／kg体重、18（雄）～19（雌）回／3週、6時   

間／日、塗布部位を伸縮性包帯で固定）する21日間亜急性経皮毒性試験が実   

施された。0及び1，000mg／kg体重投与群については、投与終了後、回復期   

間として14日間の観察期間を設けた。  

皮膚の局所所見として、いずれの投与群においても、投与に関連した発赤、   

浮腫、その他の皮膚反応は認められなかった。  

その他の検査（肝薬物代謝酵素測定を含む）において、検体投与の影響は   

認められなかった。  

本試験において、いずれの投与群においても検体投与の影響が認められな   

かったので、無毒性量は雌雄とも1，000mg／kg体重であると考えられた。（参   

照9）  

12．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）1年間慢性毒性試験（イヌ）  

ビーグル犬（一群雌雄各6匹）を用いた混餌（原体：0、100、1，000及び   

10，000ppm）投与による1年間慢性毒性試験が実施された。  

本試験において、いずれの投与群においても検体投与の影響は認められな   

かったので、無毒性量は雌雄とも10，000ppm（雄：324mg／kg体重／日、雌：  
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355mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照9）   

（2）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各80匹）を用いた混餌（原体：0、50、500及び5，000   

ppm）投与による2年間慢性毒性／発がん性併合試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表10に示されている。  

腫瘍性病変において、検体投与に関連した発生率の増加は認められなかっ   

た。  

本試験において、5，000ppm投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められた   

ので、無毒性量は雌雄とも500ppm（雄‥18．4mg／kg体重／日、雌‥21．9mg／kg   

体重／日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照9）  

表10 2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

5，000ppm   ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・肝絶対及び比重量増加   ・T．Chol増加  

・肝うっ血、肝細胞肥大、大型変異  ・肝及び腎比重量増加  

肝細胞巣（好酸性）、び漫性肝細胞脂  ・肝細胞肥大、大型変異肝細胞巣（好  

肪化   酸性）、び漫性肝細胞脂肪化  

・慢性腎症   

500ppm以下  毒性所見なし   毒性所見なし   

（3）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（マウス）   

ICRマウス（一群雌雄各80匹）を用いた混餌（原体：0、50、500及び   

5，000ppm）投与による2年間慢性毒性／発がん性併合試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表11に示されている。  

腫瘍性病変において、対照群と投与群の間に発生頻度の有意な差は認めら   

れなかった。  

本試験において、5，000ppm投与群の雄で体重増加抑制及びび漫性肝細胞   

肥大・変性が認められ、雌ではいずれの投与群においても検体投与の影響は   

認められなかったので、無毒性量は雄で500ppm（42．9mg／kg体重／日）、雌   

で5，000ppm（465mg／kg体重／日）であると考えられた。発がん性は認めら   

れなかった。（参照9）  
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表112年間慢性毒性／発がん性併合試験（マウス）で認められた毒性所見  

雄   雌  

・体重増加抑制  5，000ppm毒性所見なし   

・び漫性肝細胞肥大・変性  

下  毒性所見なし   

投与群  

5，000ppm  

500ppm以  

13．生殖発生毒性試験  

（1）2世代繁殖試験（ラット）①  

Wistarラット（一群雌雄各27匹）を用いた混餌（原体：0、50、500及   

び10，000ppm）投与による2世代繁殖試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表12に示されている。  

本試験において、親動物では雌雄の500ppm以上投与群で体重増加抑制   

等が認められ、児動物では雌雄の500ppm以上投与群で体重増加抑制が認   

められたので、無毒性量は親動物及び児動物の雌雄とも50ppm（P雄：3．2   

mg／kg体重／日、P雌：4．6mg／kg体重／日、Fl雄：3．4mg／kg体重／日、Fl雌：   

4．9mg／kg体重／目）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められな  

かった。（参照9）  

表12 2世代繁殖試験（ラット）①で認められた毒性所見  

投与群   

10，000   

ppm   

親  

動  

）Oppm   
以上   

Oppm   

）00ppm   
児  

）Oppm  
以上   

Oppm  

親：P、児：Fl。，Flb  
投与群  

親：Flb、児：F2a、F2b  

雄   雌   雄   雌  

・牌絶対及び比重  ・摂餌量減少   ・体重増加抑制  ・休重増加抑制  

ppm  量減少   ・肝臓絶対重量  ・摂餌量減少   ・牌絶対及び比重  

・小葉中心性肝細  ・牌絶対及び比重  ・肝絶対及び比重  量減少  

胞肥大   量減少   量増加、牌絶対  ・小葉中心性肝細  

・小葉中心性肝細  

胞肥大   少  

・小葉中心性肝細  

胞肥大   

・体重増加抑制  ・体重増加抑制  00ppm以下毒  ・摂餌量減少  

以上  ・摂餌量減少  ・肝比重量増加   性所見なし   ・肝絶対及び比重  

・肝絶対及び比重  量増加  

量増加  

毒性所見なし  毒性所見なし  

・体重増加抑制  ・体重増加抑制  

00ppm以下毒性所見なし  ・体重増加抑制  ・体重増加抑制  
以上  

0ppm   毒性所見なし   毒性所見なし  

（2）2世代繁殖試験（ラット）②  

SDラット（1群雌雄各30匹）を用いた混餌（原体：0、100、1，000及び  
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10，000ppm）投与による2世代繁殖試験が実施された。   

各投与群で認められた毒性所見は表13に示されている。   

なお、Flb及びF2b胎児を用いて実施した催奇形性検査において、検体投与  

の影響は認められなかった。   

本試験において、親動物では、1，000ppm以上投与群の雌雄で肝重量の増  

加等が認められ、児動物では10，000ppm投与群で体重増加抑制が認められ  

たので、無毒性量は、親動物の雌雄で100ppm（P雄：5．8mg／kg体重／日、  

P雌‥6・7mg／kg体重／日、Fl雄：6．9mg／kg体重／日、Fl雌：8．Omg／kg体重  

／日、F2雄：5：3mg／kg体重／日、F2雌：6．9mg／kg体重／日、）、児動物の雌雄  

で1，000ppm（P雄：58．4mg／kg体重／日、P雌：70．8mg／kg体重／日、Fl  

雄：71．7mg／kg体重／日、Fl雌：187．6mg／kg体重／日）であると考えられた。  

繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照9）  

表13 2世代繁殖試験（ラット）②で認められた毒性所見  

投与群   
親：P、児：Fla，Flb  親：Flb、児：F2a、F2b  親：F2b  

雄   雌   雄   雌   雄   雌   

親  10，000  ・体重増加抑  ・体重増加抑  ・体重増加抑  ・肝細胞索  ・食餌効率   

動  
ppm   制   制   制  の乱れ、肝  

・摂餌量減少  細胞肥大   
物  ・食餌効率減  量増加  

少  ・肝細胞索  

の乱れ、肝  

細胞肥大  

1，000  1，000ppm以下毒性所見   ・肝比重量増  ・肝絶対及  ・食餌効率減  ・肝比重量増  

ppm  加   び比重量  加  
以上   増加   ・肝絶対及び  

比重量増  

加  

100ppm  毒性所見なし  毒性所見なし   

児  

動  
ppm   見なし  

1，000  

物   
以下   

（3）発生毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌25～28匹）の妊娠7～14日に強制経口（原体：0、40、   

200及び1，000mg／kg体重／日、溶媒：PEG）投与して発生毒性試験が実施   

された。  

母動物においては、1，000mg／kg体重／日投与群で体重低下及び体重増加抑   

制が認められた。胎児において 

体投与に関連する変化は認められなかった。  

本試験における、無毒性量は母動物で200mg／kg体重／日、胎児で1，000  
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mg／kg体重／日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照9）   

（4）発生毒性試験（ウサギ）  

チンチラ系ウサギ（一群雌16匹）の妊娠6～18日に強制経口（原体：0、   

200、600及び2，000mg／kg体重／日、溶媒：0．25％クレモホア）投与して発  

生毒性試験が実施された。  

母動物及び胎児とも、最高投与量の2，000mg／kg体重／日まで検体投与に関   

連する変化は認められなかった。  

本試験における、無毒性量は母動物及び胎児で2，000mg／kg体重／日である   

と考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照9）   

14．遺伝毒性試験  

ペンシクロン（原体）の細菌を用いたDNA修復試験及び復帰突然変異試験、   

チャイニーズハムスター由来肺線維芽細胞（CHL）を用いた染色体異常試験、   

マウスを用いた小核試験及び優性致死試験が実施された。  

試験結果は表14に示されているとおり、全て陰性であったことから、ペン   

シクロンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照9）  

表14 遺伝毒性試験概要（原体）  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

血lイわ・0  DNA修復試  20～5，000トIg／disk（－S9）   

験   （H17，M45株）  陰性  

復帰突然変  助血0月e〟a   10～5，000Llg／plate   

異試験   如ム血l〃血皿  （＋／－S9）  

（m98、TAlOO、m1535、  

TA1537、m1538株）  陰性  

丘kdeカdJ∂Cロム  

（W■P2hcr株）  

染色体異常  チャイニーズハムスター  1．卜110ドg／mL☆（－S9）   
試験   陰性     由来肺線維芽細胞（CHL）  3．3～330ドg／mL（＋S9）   

⊥刀lワァO  小核試験   NMRIマウス（骨髄細胞）  

（一群雌雄各5匹）   
重／日  陰性  

（2回経口投与）  

優性致死試  2，000mg／kg体重  

験   
（単回経口投与）   

陰性   

注）＋／一S9：代謝活性化系存在下及び非存在下  

☆）110ト1g／mL（24及び48時間処理）では細胞が死滅したため標本作製ができず、33   

いg／mL（48時間処理）では著しい分裂抑制のため、分裂期細胞の観察ができなか   

った。  
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Ⅲ．食品健康影響評価  

参照に挙げた資料を用いて、農薬「ペンシクロン」の食品健康影響評価を実   

施した。  

動物体内運命試験の結果、・経口投与されたペンシクロンは速やかに吸収、排   

泄された。主要排泄経路は［phe－14C］ペンシクロンを単回経口投与した雌を除く   

と、糞中であった。いずれの標識体を投与した場合でも、肝臓（ラット）及び   

胆嚢（マウス）で最も高い放射能が、次いで肝臓（マウス）、腎臓、肺、副腎、   

脂肪に放射能が認められたが、時間の経過とともに速やかに消失した。臓器・   

組織申分布及び消失パターンに雌雄差はなかった。糞中からは親化合物が最大   

で77．9％TAR（［ben－14C］ペンシクロン投与群）検出された。主要代謝物として、   

ⅤⅠⅠ、ⅤⅠⅠⅠ及びⅩⅤⅠが検出された。主要代謝経路はシクロペンチル環の脱離及   

びフェニル環の水酸化、シクロペンチル環及びフェニル環の水酸化、C－N結合   

の開裂であった。  

稲、ばれいしょ及びレタスにおける植物体内運命試験が実施された。稲では   

稲体中への吸収移行が認められたが、親化合物は玄米で0．018mg／kg、白米で   

0．003mg／kgとわずかであった。ばれいしょ一の塊茎及びレタスの地上部に認め   

られた親化合物は、それぞれ7．5～7．7％TRR及び96．3～97．3％TRRであった。   

いずれの植物においても、主な残留成分は親化合物であり、代謝物としてⅠⅠ、  

ⅠⅤ、ⅤⅠ、ⅩⅤⅠ等が検出された。植物体内における主要代謝経路は、シクロペン   

チ／レ環及びベンジル基の脱離、シクロペンチル環の水酸化、C－N結合の開裂、   

脱塩素及びベンジル位の酸化であった。  

ペンシクロンを分析対象化合物とした作物残留試験の結果、稲わらを除くと、   

ペンシクロンの最高値はてんさいの最終散布31日後における0．19mg／kgであ   

った。草た、魚介類における最大推定残留値は0．75mg／kgであった。  

各種毒性試験結果から、ペンシクロン投与による影響は、主に肝臓に認めら   

れた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認   

められなかった。  

各種試験結果から、食品中の暴露評価対象物質をペンシクロン（親化合物の   

み）と設定した。  

各試験の無毒性量は表15に示されている。  

各試験の無毒性量の最小値はラットを用いた2世代繁殖試験（DのP雄の3．2   

mg／kg体重／日であったが、2世代繁殖試験②の結果と合わせて総合的にラット   

の無毒性量を評価すると、2世代繁殖試験②のF2雄の5．3mg／kg体重／日をラ   

ットを用いた毒性試験の無毒性量の最小値とすることが適切であると考えら   

れた。  

食品安全委員会は、各試験の無毒性量の最小値がラットを用いた2世代繁殖   

試験の5．3mg／kg体重／日であったことから、これを根拠として、安全係数100   

で除した0，053mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  
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ADI   

（ADI設定根拠資料）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）   

（無毒性量）   

（安全係数）  

0．053mg／kg体重／日  

繁殖試験  

ラット  

2世代  

混餌  

5．3mg／kg体重／日  

100   

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確  

認することとする。  
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表15 各試験における無毒性量等  
投与量  無毒性量（mg／kg体重／日）1）  

動物種  試験  
（mg／kg体重／日）  農薬抄録   

ラット  14週間   0、8、400、2，000、  雄：120  

亜急性  ＿！pj鱒p＿p足型＿＿＿＿＿＿＿＿  

毒性試験   雄：0、4．62、23．9、  
120、610   雄：肝絶対及び比重量量増加等  

雌：0、5．57、27．5、  
138、712   

90日間   0、500、2，500、  雄：1，170  
亜急性  15，000   雌：275  

神経毒性  
試験  雄二毒性所見なし    雄：0、34．9、181、  

1，170   雌：肝小葉構造明瞭化  

雌：0、51．2、275、  
1，836   

2年間   0、50、500、5，000  雄：18．4  

慢性毒牲／発  

がん性  雄：0、1．79、18．4、  

併合試験   雌雄：体重増加抑制等  

雌：0、2．20、21．9、  
229   

2世代   0、50、500、1，000  親・児動物  

繁殖試験（丑  月pさ具‖‥‖‥－＿‖－∴＿  P雄：3．2  
P雄：0、3．2、32．7、  P雌：4．6  

676   Fl雄：3．4  

P雌：0、4．6、48．7、  
998  

Fl雄：0、3．4、34．0、   

704   児動物：体重増加抑制  

Fl雌：0、4．9、48．7、  
1000   

2世代   0、100、1，000、  親動物  
繁殖試験②  10，000ppm   P雄：5．8  

P雄：0、5．8、58．4、  P雌：6．7  
596   Fl雄：6．9  

P雌：0、6．7、70．8、  Fl雌：8．0  
739   F2雄：5．3  

Fl雄：0、 

746   児動物  
Fl雌ニ0、8．0、87－6、  P雄：58．4  

911   P雌：70．8  
F2雄：0、5．3、56．5、  Fl雄：71．7  

573  Fl雌：87．6  
F2雌：0、6．9、69．9、  

722  親動物：肝重量増加等  

児動物：体重増加抑制  

（繁殖能に対する影響は認められない）  

発生毒性試  0、40、200、1，000  母動物：200  

験  胎児：1，000  

母動物：体重低下及び体重増加抑制  

胎児：毒性所見なし  

（催奇形性は認められない）   
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ンス  90 日間亜急  0、80、400、2，000、  雄：50．0  

性毒性試験  ＿！pJ鱒p■p上里‖＿＿＿＿＿＿  

雄：0、9．7、50．0、  

264、1，340   雄：LDH及びALT増加  
雌：0、12．6、64．7、  

315、1，550   

2年間   0、50、500、5，000  雄：42．9  

慢性毒性／発  
がん性併合  

試験   468   雄：体重増加抑制、び漫性肝細胞肥大・変  

雌：0、4．23、44．4、  性  

465   雌：毒性所見なし  

（発がん性は認められない）   

デギ  発生毒性試  

験   

母数物及び胎児：毒性所見なし  

（催奇形性は認められない）   

ヌ  1年間   0、100、1，000、  雄：324  

慢性毒性  雌：355  

試験   雄：0、3．15、32．9、  

324  雌雄：毒性所見なし   

雌：0、3．23、33．9、  

355  

NOAEL：5．3  

ADI：0．053  

SF：100   

Ⅰ設定根拠資料  ラット2世代繁殖試験   

ADI：一日摂取許容量 NOAEL：無毒性量 SF：安全係数  

1）：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見等を記した。  

32   



く別紙1：代謝物／分解物略称＞  
記号   名称（略称）   化学名   

脱ペンチル体   1－b－Chlorobenzyl）－3－Phenylurea   

園  脱フェニル体   1－b－Chlorobenzyl）－l－CyClopentylurea   

ⅠⅤ  脱ベンジル体   1－CyClopentyl－3－Phenylurea   

Ⅴ   フ土ニル・クーOH体  1－（p－Chlorobenzyl）－1－CyClopentyl－3－b－hydroxy  

phenyl）urea   

ⅤⅠ  ペンチルー3－OH体  1－レーChlorobenzyl）－1・（3・hydroxycyclopentyl）－3一  

phenylurea   

ⅤⅠⅠ  ペンチルー3－OH／フ  1－b－Chlorobenzyl）・1－（3－hydroxycyclopentyl）－3－  

ェニルーターOH体   （p－hydroxy－Phenyl）urea   

ⅤⅠⅠⅠ  脱ペンチル／フェニ  

ルーβ－OH体   

Ⅹ   ジヒドロキシペン   1－b－Chlorobenzyl）－1－dihydroxycyclopentyl－3・  

チル／フェニル  

－クーOH体   

ⅩⅠⅠ  脱ペンチル／フェニ  1－b－Chlorobenzyl）－3－（4・hydroxy・3－  

ルー4・OH，3－SMe体  methylthiophenyl）urea   

ⅩⅠⅠⅠ  フェニル尿素   phenylurea   

ⅩⅠⅤ  ペンチル尿素   CyClopentylurea   

ⅩⅤ  PB－ホルムアミド  Nb－Chlorobenzyl）－Ncyclopentylfbrmamide   

ⅩⅤⅠ  PB・アミン   Nb－Chlorobenzyl）－Ncyclopentylamine   

ⅩⅤⅠⅠⅠ  アニリン   aniline   

ⅩⅩⅠ  脱塩素体   1－benzyl－l－CyClopentyl－3－phenylurea   

ⅩⅩⅠⅠ  ケトン体   4－Chloro－NcyclopentylrN（phenylcarbamoyl）  

benz．amide   

ⅩⅩⅠⅠⅠ  脱フェニルペンテ  

ン体   



く別紙2：検査値等略称＞  

略称   名称   

al   有効成分量   

ALT   アラニンアミノトランスフエラーゼ  

（＝グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（GPT））   

BCF   生物濃縮係数   

Cmax   最高濃度   

LC50   半数致死濃度   

LD50   半数致死量   

LDH   乳酸脱水素酵素   

PEC   環境中予測濃度   

PEG   ポリエチレングリコール   

PHI   最終使用から収穫までの日数   

Tl／2   消失半減期   

TAR   総投与（処理）放射能   

1．Chol   総コレステロール   

TLC   薄層クロマトグラフ   

Tmax   最高濃度到達時間   

TRR   総残留放射能   
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＜別紙3：作物残留試験成績＞  

○国内における作物残留試験成績  

作物名  
試験  

残留値（mg／kg）  

（栽培形態）  使用量  回数  公的分析機関  社内分析機関  

（分析部位） 実施年度   圃場 数  
（gai／ha）  （回）   ペンシクロン  ペンシクロン  

最高値  平均値  最高値  平均値   

3   28   0．04   0．04   0．03   0．03  

1   3   35   0．06   0．06   0．04   0．04  
水稲  

4   21   0．06   0．06   0．06   0．06  
（玄米）  600D  

1979年度  3   28   0．02   0．02   0．02   0．02  

1  3   35   0．03   0．02   0．02   0．02  

4   21   0．04   0．04   0．05   0．04   

3   28   5．94   5．72   7．96   7，74  

1   3   35   4．05   4．02   5．55   5．46  
水稲  

4   21   3．75   3．68   8．13   8．04  
（稲わら）  600D  

1979年度  3   28   7．50   6．88   13，6   12．4  

3   35   10．1   9．80   5．14   5．08  

4   21   15．9   15．8   16．0   15．7   

4   21   ＜0．01   ＜0．01   0．01   0．01  

水稲  4   29   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01  

（玄米）  600D  

1988年度   1  

4   21   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01  

4   28   く0．01   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01   

1   

4   21   13．5   13．0   3，22   3．22  
水稲  4   29   1．80   1．78   1．88   1．78  

（稲わら）  600D  

1998年度  1  

4   21   0．47   0．44   0．62   0．59  

4   28   0．36   0．36   0．31   0．30   

2  39   0．02   0．02   0．03   0．03  

1   3   31   0．02   0．02   0．04   0．04  
水稲  

4   22   0．02   0．02   0．06   0．06  
（玄米）  250WP  

1980年度  2   32   0．04   0．04   0．05   0．05  

1  3   29   0．02   0．02   0．05   0．04  

4   22   0．06   0．06   0．08   0．08   

2   39   2．74   2．74   4．72   4．64  

3   31   5．08   4．88   4．80   4．77  
水稲  

4   22   12．8   12．6   13．8   13．6  

（稲わら）  250WP  

1988年度   2   32   7．62   7．31   9．05   8．98  

1  3   29   11，6   11．4   11．3   11．3  

4   22   17．2   17．0   19．3  18．9   

水稲   4   21   0．08   0．08   0．07   0．07   

（玄米）  4   28   ＜0．05   ＜0．05   0．08   0．08   

2003年度  4   43   ＜0．05   ＜0．05   ＜0．05   ＜0．05  
240SC  

4   21   ＜0．05   ＜0．05   0．05   0．05  

4   28   ＜0．05   ＜0．05   ＜0．05   ＜0．05  

4   42   ＜0．05   ＜0．05 ＜0．05   ＜0．05   
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水稲   

（稲わら）   

2003年度   

水稲   

（玄米）   

1990年度   

水稲   

（玄米）   

1993年度   

水稲   

（玄米）   

1983年度   

稲   

（稲わら）   

1983年度   

ばれいしょ   

（露地）   

（塊茎）   

1980年度   

ばれいしょ   

（露地）   

（塊茎）   

1982年度   

ながいも   

（露地）   

（塊根）   

1989年度   

てんさい   

（根部）   

1980年   

4   21   0－08   0．08   0．08   0．08  

4   28   0．06   0．06   ＜0．05   ＜0．05  

4   43   ＜0．05   く0．05   ＜0．05   ＜0．05   

200SC  
4   21   ＜0．05   ＜0．05   ＜0．05   く0＿05  

4   28   ＜0．05   ＜0．05   く0．05   ＜0，05  

4   42   ＜0．05   く0．05   ＜0．05   ＜0．05   

4   21   31．7   30．6   27．8   27．2  

4   28   23．6   23．2   14．0   13．8  

4   43   23．4   22，3   23．3   22．7   
240SC  

4   21   34．9   34，6   28．4   27．5  

1  4   28   32．2   31．2   26．5   26．3  

4   42   23．4   22．8   23．2   22．5   

4   21   12．8   12．6   10．0   9．8  

1   4   28   6．5   6．4   4－8   4．8  

4   43   1．4   1．4   1．3   1．3   
200SC  

4   21   18．3   18．2   15．2   14．2  

4   28   9．8   9，5   7－5   7．2  

4   42   3．6   3－6   3．1   3．0   

2   200SC   4   21   

4   21  
100SC  

4   21  

2   260SC   
1   58   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01  

66   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01   

1   

58   0．17   0．16   0．02   0．02  

66   1．87   1．81   
260SC   

2．74   2．70   

1  

58   3．64   3．53   5．78   5．70  

66   3．44   3．35   6，38   6．30   

1．5％粉剤   97   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01   く0－01  

種いも重量当り  
1   119  ＜0，01   ＜0．01   く0．01   ＜0．01   

0．5％粉衣  110  く0．01   ＜0．01   ＜0．01   ＜0．01  

118  ＜0．01   ＜0，01   ＜0．01   ＜0．01   

25％水和剤   1   88   ＜0．01   く0．01  ＜0．005  ＜0．005  

50倍  100  ＜0．01   く0．01  ＜0．005  ＜0－005   

種いも10分浸   89   ＜0．01   ＜0，01  ＜0．005  く0．005  
漬   106  ＜0．01   ＜0．01  ＜0．005  ＜0．005   

1   20％水和剤★  180  ＜0．05   ＜0，05   ＜0．02   ＜0．02   

50倍  

種いも愕舜時浸漬   159  ＜0．05   く0．05   ＜0．02   ＜0．02   

2   40   0．02   0．02   0．01   0．01  

1，250WP  
2   49   0．02   0．02   0．04   0．04  

4   30   0．05   0．05   0．01   0．01  

4   39   0．04   0．04   0，02   0．02   
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2  40   0．05   0．05   0．09   0．09  

1  

2  49   0＿10   0．10   0．06   0．06  

4  31   0．19   0．18   0．12   0．12  

4  40   0．09   0．08   0．06   0．06   

てんさい   
1  

4   0．05   0．05   

（露地）  
植前紙筒港注＋  

4   0．04   0．04  

（根部）  

1   750WP散布  
4   

0．02   0．02   
1987年度  40  0．03   0．03   

てんさい   
1  

4   21  0．09  0，08   

（露地）  
1，000G  

4   28  0．11   O.11 

（根部）  4   21  ＜0．01   ＜0．01   

1997年度  4   28  ＜0．01   ＜0．01   

注）D：粉剤（1．5％）、WP：水和剤（25％）、SC：フロアブル剤（20％）、WDG：顆粒水和剤（50％）  

a：単回分析のため平均値は算出せず。  

★：チウラム40％十ペンシクロン20％水和剤  
・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界の平均に＜を付して記載した。  

○海外における作物残留試験成績  

作物名  
使用量☆  回数  PHI  

残留値（mg／kg）  

（分析部位）  
（gai仙a）  （回）  （日）  ペンシクロシ  

実施年度  
最高値   平均値   

チョウセンニンジン   3   21   ＜0．03   ＜0．03   

（根・生）  1，000  3   30   ＜0．03   ＜0．03   

2005年  4   14   く0．03   ＜0．03   

チョウセンニンジン   3   21   ＜0．03   ＜0．03   

（根・乾燥）  1，000  3   30   ＜0．03   ＜0．03   

2005年  4   14   0．06   0．05   

チ去ウセンニンジン   3   21   0．12   0．12   
（根・生）  1，OPO  3   30   0．10   0．09   
2006年  4   14   0．10   0．09   

チョウセンニンジン   3   21   ＜0．05   ＜0．05   

（根・乾燥）  1，000  3   30   ＜0．05   ＜0．05   

2006年  4   14   ＜0．05   ＜0．05   

注）☆：ペンシクロン20％十テブコナゾール4％のフロアブル剤として使用。  

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界の平均に＜を付して記載した。  
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資料6－2  

ペンシクロン（案）  

1．品目名：ペンシクロン（Pencycuron）  

2．用途：殺菌剤   

尿素系殺菌剤である。本剤の作用機構は十分に解明されていないが戯ノzocわ〃J∂   

∫0ノ∂〟J菌に対して特異的に効果を示し菌糸の形態異常を発現させることより、菌の生育   

を阻害する。  

3．化学名：  

1－（4－Chlorobenzyl）rl－CyClopentyl－3－phenylurea（IUPAC）  

肥［（4－Chlorophenyl）methylトNLCyClopentyl－N’－Phenylurea（CAS）  

4．構造式及び物性  

c・く｝cH＼   

DN－  

0
＝
 
 C－－－NH  

分子式  C19H21CIN20  

分子量  328．84  

水溶解度  0．3mg／L（20℃）  

分配係数   log．。Pow＝4．68（20℃）  

（メーカー資料提供より）  

－1－   



5．適用病害虫の範囲及び使用方法   

本案の適用病害虫の範囲及び任用方法は以下のとおり。なお、本剤については、「国外  

で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」（平成16年2  

月5日付け食安発第0205001号）に基づき、高麗人参に係る残留基準の設定が要請  

されている。  

（1）国内での使用方法   

（∋50％ペンシクロン顆粒水和剤  

本剤の  へbンシクルを  

作物名   
適用  希釈  

使用液量  使用時期   使用  
使用  

倍数  
含む農薬の  

病害虫名  方法  
回数  総使用回数   

100′、  日舜時～10分間  
ばれいしょ   黒あざ病  

200倍  
植付前   1回  1回   

種いも浸漬  

菓腐病  100～300L  
1000倍  

根腐病  ／10a   
4回以内   

前まで  
散布   

4回以内  

てんさい  へ○－ハ○－ポット  （濯注は1  

根腐病  200倍   1冊当り1L  1回   濯注   回以内）  

（3L／m2）   

②20％ペンシクロンフロアブル  

本剤の  へ○ンシクルを  

作物名   
適用  希釈  

使用液量   使用時期   使用  
使用  

病害虫名  方法  
含む農薬の  

倍数  
回数  総使用回数   

1500倍  

500倍   25L／10a  
散布   

30～40倍   3L／10a  

稲   紋枯病  原液   100～120mL／10a  
収穫21日  

4回以内  4回以内  
前まで  

8～10倍   800mL／10a  無人ヘリコプター  

による散布   

③0．50％メトキシフェノジド・1．5％ペンシクロン粉剤  

本剤の  へ○ンシクロンを  

作物名   
適用  

使用量   使用時期  使用  
使用  

含む農薬の  
病害虫名  

回数  
方法  

総使用回数   

紋枯病  
稲  4kg／10a  収穫21日前まで  3回以内  散布   

コデノメイが  
4回以内   3回以内   
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④40．0％チウラム・20％ペンシクロン水和剤  

本剤の  へ」ンシクロンを  
適用  使用  

作物名  使用時期  使用  含む農薬の  
方法  

農薬の  
病害虫名   使用量  

回数  総使用回数   

約2秒間種  
やまのいも  根腐病   50倍   植付前   l回  l回   

いも浸漬  
1回   

（2）海外（韓国）での使用方法   

20％ペンシクロンフロアブル  

適用  本剤の  
作物名  希釈倍数  使用液量   使用時期  

病害虫名  
使用方法   

使用回数  

高麗人参   
根腐病  2000倍  1000L／10a  収穫21目前まで  3回以内   土壌港注   

6．作物残留試験  

（1）分析の概要   

（丑分析対象の化合物  

・ペンシクロン  

②分析法の概要  

試料にアセトンまたは含水メタノールを加えて振とう抽出し、溶媒を留去後、ジ   

クロロメタンに転溶する。フロリジルまたはシリカゲルカラムで精製後、ヨウ化メ   

チルでメチル化してガスクロマトグラフ（N－P FID）で定量する。  

定量限界：0．005～0．5ppm  

（2）作物残留試験結果   

①水稲  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粉剤を計3 回散布   

（4kg／10a）したところ、散布後28～35日の最大残留量注l）は以下のとおりであった。  

ペンシクロン：0．06、0．02ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粉剤を計3回散布  

（4kg／抽l）したところ、散布後28～35日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

ペンシクロン：7．74、12．4ppm  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粉剤を計4 回散布  
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（4kg／10a）したところ、散布後21日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

ペンシクロン：0．06、0．04ppm  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粉剤を計4回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後21日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

ペンシクロン：8．04、15．8ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 ガ％．水和卿7〕1500倍希釈液  

を計2回散布（150L／10a）したところ、散布後39、32日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：0．03、0．05ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、蓑瑠水府痢の1500倍希釈液  

を計2回散布（150L／10a）したところ、散布後39、32日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：4．64、8．98ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、2タ％．水府雛）1500倍希釈液  

を計3回散布（150L／10a）したところ、散布後31、29日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：0．04、0．04ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、公務水府耕）1500倍希釈液  

を計3回散布（150L／10a）したところ、散布後31、29日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：4．88、11．4ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 ガ％．水府耕）1500倍希釈液  

を計4回散布（150L／10a）したところ、散布後22日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：0．06、0．08ppm  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、2銘水詔眉抑）1500倍希釈液  
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を計4回散布（150L／10a）したところ、散布後22日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：13．6、18．9ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの8倍希釈液  

を無人ヘリコプターにより計4回散布（β．タ鉱／〃♂∂）したところ、散布後21～43日  

の最大残留量注1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行  

われていない注2）。  

ペンシクロン：0．08、0．05ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの8倍希釈  

液を無人ヘリコプターにより計4回散布（αク鑑／〃ぬ）したところ、散布後21～43  

日の最大残留量庄1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で  

行われていない注2）  

ペンシクロンニ30．6、34．6ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1500倍希釈  

液を計4回散布（150L／10a）したところ、散布後21～43日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

ペンシクロン：0．08、〈0．05ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1500倍希  

釈液を計4回散布（150L／10a）したところ、散布後21～43日の最大残留量注1）は以  

下のとおりであった。  

ペンシクロン：12．6、18．2ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの8倍希釈液  

を無人ヘリコプターにより計4回散布（0．8L／10a）したところ、散布後21、23日の  

最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

ペンシクロン：0．08、0．08ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの500倍希釈  

液を計4回散布（25L／10a）したところ、散布後21日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。  
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ペンシクロン：0．10、0．02ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1500倍希釈  

液を1回散布（195L／10a）したところ、散布後66、58日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。  

ペンシクロン：く0．01、く0．01ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1500倍希  

釈液を1回散布（195L／10a）したところ、散布後66、58日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

ペンシクロン：2．70、0．16ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの原液を1回  

空中散布（130mL／10a）したところ、散布後66、58日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。  

ペンシクロン：く0．01、く0．01ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの原液を1  

回空中散布（130mL／10a）したところ、散布後66、58日の最大残留量注1）は以下のと  

おりであった。  

ペンシクロン：6．30、5．70ppm  

②ばれいしょ  

ばれいしょ（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、Z銘水府初め甜倍希釈   

液に種いもを10分間浸漬したところ、処理後88～106日の最大残留量注1）は以下の   

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：〈0．01、く0．01ppm  

③やまのいも  

やまのいも（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の50倍希釈   

液に種いもを瞬時浸漬したところ、処理後180、159日の最大残留量注1）は以下のと   

おりであった。  

ペンシクロン：く0．05、く0．05ppm  
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④てんさい  

てんさい（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、 調水府耕〕タロク倍希釈   

液を計2回散布（150L／10a）したところ、処理後40～49日の最大残留量注1）は以下の   

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：0．04、0．10ppm   

てんさい（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、 2銘水勿耕）Jβク倍希釈  

液を計4回散布（150L／10a）したところ、処理後30～40日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：0．05、0．18ppIll   

てんさい（根部）を用いた作物残留試験（2例）において・、盈疎水禿疲貯）甜倍希釈液  

を1回彩超粛兼備礎淫奥腰（1Ⅰノポット）し、タββ倍希釈液を3回散布（150L／10a）した  

ところ、処理後30～40日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。ただし、これ  

らの試験は適用範囲内で行われていない注2）。  

ペンシクロン：0．05、0．03ppm   

てんさい（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、50％顆粒水和剤の1000  

倍希釈液を計4回散布（200L／10a）したところ、処理後28日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

ペンシクロン：0．11、く0．01ppm   

なお、これらの国内で実施された作物残留試験成績の結果の概要を、別紙1－1に、  

海外で実施された結果の概要を別系氏1－2にまとめた。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を  

最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件‾Fの作物残留試験）を実施し、それぞ  

れの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7目付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない  

条件を斜体で示した。  

7．魚介類への推定残留量   

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省か   

ら魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農薬の  
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水産動植物被害予測濃度注1）及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor）か  

ら、以下のとおり魚介類中の推定残留量を算出した。  

（1）水産動植物被害予測濃度  

本農薬が水田及び水田以外のいずれの場面においても使用されることから、水田P   

ECtier2注2）及び非水田PECtierl注3）について算出したところ、水田PECtier2   

は0．97ppb、非水田PECtierlは0．010ppbとなったことから、水田PECtier2の   

0．97ppbを採用した。  

（2）魚類濃縮性試験  

ペンシクロン（0．1ppm）を用い、28日間の取込期間及び14日間の排泄期間を設定し   

たコイの魚類濃縮性試験が実施された。ペンシクロン濃度分析の結果から、BCF   

ss＝154と算出された。  

（3）推定残留量  

（1）及び（2）の結果から、水産動植物被害予測濃度：0．97ppb、BCF：154とした。  

推定残留量＝0，97ppbX（154×5）＝746．9ppb＝0．7469ppm  

注1）農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準設  

定における規定に準拠  

注2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したもの。  

注3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。  

（参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中  

に残留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留  

基準設定法」報告書）  

8．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び同条第2項の   

規定に基づき、平成19年9月13日付け厚生労働省発食安第0913007号により   

食品安全委員会あて意見を求めたペンシクロンに係る食品健康影響評価について、以下   

のとおり評価されている。  

無毒性量：5．3mg／kg体重／day  

（動物種）ラット  

（投与方法）混餌  

（試験の種類）繁殖試験  

（期間）2世代  

安全係数：100  

体重／da  ADI：0．053 m   
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9．諸外国における状況  

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。  

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージー ランドについて調査した  

結果、EU、オーストラリアにおいて、ばれいしょ等に基準が設定されている。  

10．基準値案  

（1）残留の規制対象   

・ペンシクロン本体のみ   

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価対  

象物質としてペンシクロン（親化合物のみ）と設定されている。  

（2）基準値案  

別紙2のとおりである。   

別紙2中で「基準値現行」の欄において0．1ppmの基準値を設定している農産物（か  

ぼちや、しろうり及びその他のうり科野菜を除く）は、本来、食品衛生法第11条第3  

項の規定に基づき、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品  

衛生審議会の意見を聴いて定める量」（一律基準）である0．01ppmで規制するところ、  

分析法の状況を考慮し、0．01ppmまでの分析が困難と考えられたことから0．1ppmの残  

留基準を設定したものである。今回、本剤については0．01ppmまでの分析が可能となっ  

たことから、0．1ppmの基準を削除し、一律基準（0．01ppm）で規制することとした。  

（3）暴露評価   

各食品について基準値実の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される  

量のペンシクロンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算され  

る、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大1日摂取量（TMDI））のADIに対する  

比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。   

なお、本暴露評価は、各食品分類において、 加工・調理による残留農薬の増減が全く  

ないとの仮定の下におこなった。  

■     ＼   TMDI／ADI（％）注）   

国民平均   7．6   

幼小児（1～6歳）   13．4   

妊婦   6．5   

高齢者（65歳以上）   7．4   

注）TMDI試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。高齢者及び妊婦につい   

ては水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  
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（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚隼労働省告示第499号により、食品一   

般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、   

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  
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（別紙1－1）  

ペンシクロン作物残留試験一覧表  

試験  試験条件  
農作物   圃場数  

最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ペンシクロン】  

水稲  圃場A二0．06（3回，35日）  

（玄米）   

2   l．5％粉剤   4kg／10a   3回  28，35日  
圃場Bニ0．02（3回，28日）   

水稲  圃場Aニ7．74（3回，28日）  

（稲わら）   

2   1．5％粉剤   4kg／10a   3回  28，35日  
圃場B＝12．4（3回，28日）   

水稲  圃場A：0．06  
2   1．5％粉剤   4kg／10a   4回   21日  

（玄米）  圃場B：0．04   

水稲  圃場A：8．04  

（稲わら）   

1．5％粉剤   4kg／10a   4回   

21日   圃場B：15．8   
水稲   1500倍散布   39日  圃場A：0．03（＃）   

2   25％水和剤  2回  

（玄米）  150L／10a  32日  圃場B：0．05（＃）   

水稲  1500倍散布  39日  圃場A：4．64（＃）  
2   25％水和剤  2回  

（稲わら）  150L／10a  32日  開場B：8．98（＃）   

水稲  1500倍散布  31日  圃場Aニ0．04（＃）  
2   25％水和剤  3回  

（玄米）  150L／10a  29日  圃場B：0．04（射   

水稲  1500陪散布  31日  圃場A：4．88（＃）  
2   25％水和剤  3回  

（稲わら）  150L／10a  29日  圃場B：11．4（＃）   

水稲   1500倍散布   圃場A：0．06（＃）   

（玄米）  
2   25％水和剤  150L／10a  4回   22日            圃場B：0．08（＃）   

水稲   1500倍散布   圃場A二13．6（＃）   

（稲わら）  
2   259乙水和剤  150L／10a  4回   22日  

圃場B：18．9（＃）   

水稲  
8倍無人ヘリコブター  呈上，28，43日  圃場A：0，08（＃）  

2  20％フロアブル  による散布  
（玄米）  0．961ノIOa   4回           呈上，28，42日  圃場B：0．05（＃）   
水稲  

8倍無人ヘリコブター  呈上，28，43日  圃場A：30．6（＃）  

（稲わら）   

2  20％フロアブル  による散布  
0＿96L／10a   4回           塑，28，42日  圃場B：34．6（＃）   

水稲  1500倍散布  呈1，28，43日  圃場A：0．08  
2  20％フロアブル  

（玄米）  150L／10a   旦回           呈上，28，42日  圃場B：〈0．05   

水稲  1500倍散布  三辻，28，43日  圃場A：12．6  
2  20％フロアブル  4回  

（稲わら）  150L／10a  呈上，28，42日  圃場B：18．2   

水稲  
8倍無人ヘリコフクー  呈土日  圃場A：0．08  

による散布  2  20％フロアブル  4回  
（玄米）  0．81ノ10a  囲場B：0．08       23日   

水稲  
500†苦フ’一ムスフ▼いヤ  圃場A＝0．10  

（玄米）   

2  20％フロアブル  による散布  
25L／10a   4回  呈1日   圃場B：0．02   

水稲   1500倍散布   66日  圃場A：〈0．01   
2  20％フロアブル  1回  

（玄米）  195L／10a  58日  圃場B：〈0．01   

水稲   1500倍散布   66日  圃場Aニ2．70   
2  20％フロアブル  1回  

（稲わら）  195L／10a  58日  圃場B：0．16   

水稲   2  20％フロアブル   原液空中散布   66日  圃場A：く0．01   

（玄米）  130mL／10a  1回             58日  圃場B：く0．01   

水稲   2  20％フロアブル   原液空中散布   66日  圃場A：6．30   1回  

（稲わら）  130mL／10a  58日  圃場B：5．70   

ばれいしょ  2   25％水和剤   
50倍■   88，100日  圃場A：〈0．01（1回，88日）（＃）   

1回  

（塊茎）  種いも10分浸漬  89，106日  圃場B：く0．01（1回，89日）（＃）   

やまのいも   2   20％水和剤  
50倍  180日  

1回  

（塊茎）  種いもP舜時浸漬  159日   

てんさい   500倍散布   圃場A：0．04（2回，49日）（＃）   

（根部）  
2  25％水和剤  150L／10a  2回  40，49日  

圃場B：0．10（2回，49日）（＃）   

てんさい   500倍散布   30，39日  圃場A＝0二05（4臥30日）（＃）   
2  25％水和剤  

4回  

（根部）  150L／10a  31，40日  圃場B：0．18（4回，31日）（＃）   

てんさい  30，39日  圃場Aこ0．05（4回，30日）（＃）  
2   25％，水和剤   1L／ホ○ット  1＋3回  

（根部）  ＋500倍散布150L／10a  圃場B：0．03（4回，40日）（＃）       30，40日   

てんさい   1000倍散布   圃場A：0．11   

（根部）  
2  50％顆粒水和剤  200L／10a  4回  21，三塁日  

圃場B二〈0．01   

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範関内で試験が行われていないっ  
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（別紙卜2）  

ペンシクロン 海外作物残留試験一覧表  

試験  試験条件  最大残留量（ppm）  
農作物  圃場数  剤型   使用量・使用方法   【ペンシクロン】        回数  経過日数   

2000倍希釈  
3   21，30日  圃場A：〈0．03  

高麗人参  
（根・生）   

ロ  20％フロアブル  1000L／10a  
（土壌濯注）  

4   14日   圃場A：〈0，03（＃）   

2000倍希釈  
3   21，30日  圃場A：0．12  

高麗人参  

（根・生）   

ロ  20％フロアブル  1000L／10a  
（土壌澄江）  

4   14日   圃場A：0．10（＃）   

2000倍希釈  
3   21，30日  圃場A：〈0．03  

高麗人参  
（根・乾燥）   

ロ  20％フロアブル  1000L／10a  
（土壌港注）  

4   14日   圃場A：0．06（＃）   

2000倍希釈  
3   21，30日  圃場A：〈0．05  

高麗人参  
（根・乾燥）   

ロ  20％フロアブル  1000L／10a  
（土壌濯注）  

4   14日   圃場A：〈0．05（＃）   

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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■（別紙2）  ペンシクロン   農薬名  

／0．04（札0．04（＃）／  
0．06（軋0．08（拝）／  
0．08（軋0．05（＃）／′  
0．08，〈0．05／0．08，  
0，08／0．10，0．02／  

0．05（＃），0．18（＃）／  
0．05（軋0．03（＃）／  
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農薬名  ペンシクロン  

その他のきのこ類  

その他の野菜   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）  

グレープフルーツ  

垂皇と皇（王壬リーを含む）  

その他のペリー類果実  



農薬名  ペンシクロン  
（別紙2）  

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙3）  

ペンシクロン推定摂取量（単位：〃g／人／day）  

幼小児  妊婦  
食品群   

基準値案 （ppm）  国民平均 TMDI   （1～6歳） TMDI   TMDI  

米（玄米）  0．3  55．5  
ばれいしよ   0．05  2 0  

0 3  やまいも  0 2  
19   17  てんさい  0 5  

その他の野菜  0．7          魚介類 
＿．…．…．＿．  q∴賀  75．蔓  

計  214．2  112，2  190．3  
ADI比（％）  7．6   13．4   6．5  

高齢者及び妊婦については水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  
TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaximun DailyIntake）  
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（参考）  

これまでの経緯   

残留農薬基準告示  

農林水産省から厚生労働省へ基準設定依頼（魚介類）  

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に  

係る食品健康影響評価について要請  

食品安全委員会（要請事項説明）  

第8回農薬専門調査会確認評価第三部会  

インポートトレランス申請（高麗人参）  

第42回農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  

価について通知  

薬事・食品衛生審議会への諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

平成17年11月29日  

平成19年 9月 4日  

平成19年 9月13日  

平成19年 9 月20日  

平成19年10月12日  

平成20年 4月30日  

平成20年 8月19日  

平成20年 9月 4日  

平成20年10月16日  
平成20年10月16日  

平成21年 5月19日  

平成21年 5月20日  

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会   

t委員］   

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教享受  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室准教壬受  

元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長  

実践女子大学生活科学部食生活科学科教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本都本部長  

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授  

国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム国民健康・栄養調査プロジ  

ェクトリーダー  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  

青木 宙   

生方 公子  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保博   

斉藤 貢一   

佐々木 久美子   

志賀 正和   

豊田 正武   

松田 りえ子   

山内 明子   

山添 康   

吉池 信男   

由田 克士  

鰐渕 英機  

（○：部会長）  
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答申（案）   

ペンシクロン  

残留基準値  
食品名  

DDm   

米   0．3   

ばれいしよ   0，05   

やまいも   0．2   
てんさい   0．5   
その他の野菜（注1）   0．7   
魚介類   0．8   

（注1）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、て  
んさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆ  
り科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほ  
うれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えん  
どう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイ  
ス及びハーブ以外のものをいう。  
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